
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社法第 794 条第 1 項に定める事前備置書類 

（株式交換に係る事前開示事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年 12 月 11 日 

株式会社椿本チエイン 

  



 

2025 年 12 月 11 日 

 

株式交換に係る事前開示事項 

（会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条に定める書面） 

 

大阪市北区中之島三丁目３番３号 

株式会社椿本チエイン 

代表取締役社長 木村 隆利 

 

 株式会社椿本チエイン（以下「当社」といいます。）と大同工業株式会社（以下「大同

工業」といい、当社と大同工業を総称して、以下「両社」といいます。）は、2026 年１月

１日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、大同工業を株式交換完全子会社と

する株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施することを決定し、2025 年５月

14 日付で、経営統合契約（以下「本経営統合契約」といいます。）及び株式交換契約（以

下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。 

 本株式交換に関し、会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 193 条に定める事項は

以下のとおりです。 

 

１. 株式交換契約の内容（会社法第 794 条第１項） 

 

 別紙１のとおりです。 

 

２. 会社法第 768 条第１項第２号及び第３号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項（会社法施行規則第 193 条第１号） 

 

 別紙２のとおりです。 

 

３. 会社法第 768 条第１項第４号及び第５号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項（会社法施行規則第 193 条第２号） 

 

 該当事項はありません。 

 

４. 大同工業に関する事項（会社法施行規則第 193 条第３号） 

 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

 別紙３のとおりです。 



 

 

(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは当該

臨時計算書類等の内容 

 

 該当事項はありません。 

 

(3) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

 別紙４のとおりです。 

 

５. 当社に関する事項（会社法施行規則第 193 条第４号） 

 

 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容は、別紙５のとおりです。 

 

６. 本株式交換が効力を生じる日以後における株式交換完全親会社の債務の履行の見込み

に関する事項（会社法施行規則第 193 条第５号） 

 

 会社法第 799 条第１項の規定により本株式交換について異議を述べることができる

債権者はおりませんので、該当事項はありません。 

 

以 上 

 



別紙１ 株式交換契約 

 

株式交換契約書 

 

株式会社椿本チエイン（以下「甲」という。）及び大同工業株式会社（以下「乙」とい

う。）は、2025 年 5 月 14 日付で、以下のとおり、株式交換契約（以下「本契約」とい

う。）を締結する。 

 

第 1 条（本株式交換） 

甲及び乙は、本契約に定めるところに従い、甲を株式交換完全親会社とし、乙を株式

交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行い、甲は、本株

式交換により、乙の発行済株式（ただし、甲が保有する乙の株式を除く。以下同

じ。）の全部を取得する。 

 

第 2 条（商号及び住所） 

甲及び乙の商号及び住所は、それぞれ以下のとおりである。 

(1) 甲（株式交換完全親会社） 

商号： 株式会社椿本チエイン 

住所： 大阪府大阪市北区中之島三丁目 3 番 3 号 

(2) 乙（株式交換完全子会社） 

商号： 大同工業株式会社 

住所： 石川県加賀市熊坂町イ 197 番地 

 

第 3 条（本株式交換に際して交付する株式及びその割当て） 

1. 甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式の全部を取得する

時点の直前時（以下「基準時」という。）における乙の株主（ただし、甲を除く。以

下「本割当対象株主」という。）に対して、その保有する乙の株式に代わり、その保

有する乙の株式の数の合計数に 0.65 を乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。 

2. 甲は、本株式交換に際して、本割当対象株主に対して、その保有する乙の株式 1 株に

つき、甲の普通株式 0.65 株の割合をもって割り当てる。 

3. 前二項の規定に従って本割当対象株主に対して割り当てるべき甲の普通株式の数に 1

に満たない端数がある場合には、甲は会社法第 234 条その他の関連法令の規定に従い

処理する。 

 

第 4 条（甲の資本金及び準備金に関する事項） 

本株式交換により増加する甲の資本金、資本準備金及び利益準備金の額は、会社計算

規則第 39 条の規定に従い甲が別途定める金額とする。 



 

 

第 5 条（本株式交換の効力発生日） 

本株式交換がその効力を生ずる日（以下「本効力発生日」という。）は、2026 年 1 月

1 日とする。ただし、本株式交換の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場

合には、甲及び乙は、協議し合意の上、これを変更することができる。 

 

第 6 条（本契約の承認） 

1. 甲は、会社法第 796 条第 2 項本文の規定により、本契約につき会社法第 795 条第 1 項

に定める株主総会の決議による承認を受けることなく本株式交換を行う。ただし、会

社法第 796 条第 3 項の規定により、本契約につき株主総会の決議による承認が必要と

なった場合には、甲は、本効力発生日の前日までに、本契約につき株主総会の決議に

よる承認を求める。 

2. 乙は、本効力発生日の前日までに、本契約につき会社法第 783 条第 1 項に定める株主

総会の決議による承認を求める。 

 

第 7 条（剰余金の配当等） 

1. 甲は、2025 年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質

権者に対して、その株式 1 株当たり 50 円を限度とした剰余金の配当を行うこと、及

び、2025 年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権

者に対して、その株式 1 株当たり 50 円を限度とした剰余金の配当を行うことができ

る。 

2. 乙は、2025 年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質

権者に対して、その株式 1 株当たり 25 円を限度として剰余金の配当を行うことができ

る。 

3. 前二項に定めるものを除き、甲及び乙は、相手方当事者の事前の書面による承諾がな

い限り、本契約締結日から本効力発生日までの間のいずれかの日を基準日とする剰余

金の配当を行わないものとし、かつ、本契約締結日から本効力発生日までの間のいず

れかの日を取得日とする自己株式の取得（甲が 2025 年 5 月 14 日付で公表する「自己

株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第 165 条第 2 項の規定による定

款の定めに基づく自己株式の取得）」と題するプレスリリースに記載の自己株式取得

及び適用法令に従い株主の権利行使に応じて自己の株式を取得しなければならない場

合を除く。）を行わないものとする。 

 

第 8 条（自己株式の消却） 

乙は、本効力発生日の前日までに開催される乙の取締役会の決議により、基準時の直

前の時点までにおいて乙が保有する自己株式（本株式交換に際して行使される会社法

第 785 条第 1 項に基づく反対株主の株式買取請求により乙が取得する自己株式を含



 

む。）の全部を、基準時の直前の時点において消却する。 

 

第 9 条（事業運営及び財産管理） 

甲及び乙は、本契約の締結日から本効力発生日までの間、通常の業務の範囲内で、企

業価値を向上すべく、それぞれ善良な管理者の注意をもって自らの業務の遂行並びに

財産の管理及び運営を行い、かつ、自ら及びその子会社をして、企業価値を向上すべ

く、善良な管理者の注意をもって自らの業務の遂行並びに財産の管理及び運営を行わ

せるものとし、それぞれ、自ら並びに自らの子会社及び関連会社の企業価値を毀損す

る行為を行わず、又は行わせないものとする（ただし、本契約において企図されてい

る行為を除く。）。 

 

第 10 条（本契約の変更及び解除） 

本契約の締結日から本効力発生日までの間に、甲又は乙の財産状態又は経営状態に重

大な変動が生じ又は明らかとなった場合、本株式交換の実行に重大な支障となる事態

が生じ又は明らかとなった場合その他本契約の目的の達成が困難となった場合は、甲

及び乙は、協議し合意の上、本契約を変更し又は解除することができる。 

 

第 11 条（本契約の効力） 

本契約は、本効力発生日の前日までに、(i) 本契約につき甲の株主総会において承認が

得られない場合（ただし、会社法第 796 条第 3 項の規定により、本契約につき甲の株

主総会の承認が必要となった場合に限る。）、(ii) 本契約につき乙の株主総会におい

て本契約の承認が得られない場合、(ⅲ) 国内外の法令等に定められた本株式交換の実

行に必要な関係官庁等の承認等が得られない場合（私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）に基づき甲又は乙が本株式交換に関して行

う届出に係る待機期間が本効力発生日の前日までに終了しない場合及び公正取引委員

会により排除措置命令等本株式交換を妨げる措置又は手続がとられた場合を含

む。）、並びに(ⅳ) 前条に基づき本契約が解除された場合には、その効力を失う。 

 

第 12 条（準拠法及び裁判管轄） 

1. 本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。 

2. 本契約に関連する甲と乙との間の一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所とする。 

 

第 13 条（協議） 

本契約に記載のない事項、又は本契約の内容に疑義が生じた場合は、甲及び乙は誠実

に協議し、その解決を図るものとする。 

  



 

以上の合意を証するため、本契約書の正本 2 通を作成し、各当事者は、それぞれ記名押印

のうえ、各 1 通を保有する。 

 

2025 年 5 月 14 日 

 

 

甲： 大阪府大阪市北区中之島三丁目 3 番 3 号 

株式会社椿本チエイン 

代表取締役社長 木村 隆利 

 

 

 

  



 

以上の合意を証するため、本契約書の正本 2 通を作成し、各当事者は、それぞれ記名押印

のうえ、各 1 通を保有する。 

 

2025 年 5 月 14 日 

 

 

乙： 石川県加賀市熊坂町イ 197 番地 

大同工業株式会社 

代表取締役社長 新家 啓史 

 

 

 

 



別紙２ 交換対価の相当性に関する事項 

 

１. 株式交換に際して交付する株式の数およびその割当の相当性に関する事項 

(1) 本株式交換に係る割当ての内容 

 
当社 

（株式交換完全親会社） 

大同工業 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る割当比率 １ 0.65 

本株式交換により交付する

株式数 
当社の普通株式：6,558,107 株（予定） 

（注１） 株式の割当比率 

大同工業の普通株式（以下「大同工業株式」といいます。）１株に対し

て、当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）0.65 株を割当交付

いたします。ただし、基準時（以下に定義します。）において当社が保有

する大同工業株式については、本株式交換による株式の割当ては行いませ

ん。なお、上記の本株式交換に係る割当比率（以下「本株式交換比率」と

いいます。）は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両

社協議し合意の上、変更することがあります。 

（注２） 本株式交換により交付する当社株式の数 

当社は、本株式交換に際して、本株式交換により当社が大同工業の発行済

株式（ただし、当社が保有する大同工業株式を除きます。）の全てを取得

する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）における大同工業の株

主（ただし、以下の自己株式が消却された後の株主をいい、当社を除きま

す。）に対し、その保有する大同工業株式に代えて、その保有する大同工

業株式の数の合計に 0.65 を乗じて得た株数の当社株式を交付いたします。 

また、当社が交付する株式の全ては、当社が2025年５月14日時点で保有す

る自己株式及び当社が同日以降に新たに取得する自己株式の一部を充当す

る予定です。椿本チエインによる本日以降の新たな自己株式の取得に関し

ては、2025 年５月 14 日開示の「自己株式取得に係る事項の決定に関するお

知らせ（会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の

取得）」をご参照ください。 

なお、大同工業は、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する大同工

業の取締役会決議により、基準時の直前の時点において保有している自己

株式（本株式交換に関してなされる、会社法第785条第１項に定める反対株

主の株式買取請求に係る株式の買取りによって大同工業が取得する自己株

式を含みます。）の全てを、基準時の直前の時点をもって消却する予定で

す。 



 

（注３） 単元未満株式の取扱い 

本株式交換に伴い、当社の単元未満株式（100 株未満の株式）を保有するこ

ととなる大同工業の株主については、本株式交換の効力発生日以降、当社

の定款及び株式取扱規則の定めるところにより、当社株式に関する以下の

制度を利用することができます。なお、金融商品取引市場において単元未

満株式を売却することはできません。 

① 単元未満株式の買増し制度（１単元（100 株）への買増し） 

会社法第 194 条第１項の規定並びに当社の定款の規定及び株式取扱規

則に基づき、当社の単元未満株式を保有する株主が、その保有する単

元未満株式の数と併せて１単元となる数の株式を当社から買い増すこ

とができる制度です。 

② 単元未満株式の買取請求制度（１単元（100 株）未満株式の売却） 

会社法第 192 条第１項の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有す

る株主が、その保有する単元未満株式を買い取ることを当社に対して

請求することができる制度です。 

（注４） １株に満たない端数の取扱い 

本株式交換に伴い、１株に満たない端数の当社株式の交付を受けることと

なる大同工業の株主に関しては、会社法第234条その他の関連法令の定めに

従い、その端数の合計数（その合計数に１に満たない端数がある場合は切

り捨てるものとします。）に相当する当社株式を売却し、かかる売却代金

をその端数に応じて当該株主に交付いたします。 

 

(2) 本株式交換に係る割当ての内容の根拠等 

① 割当ての内容の根拠および理由 

 当社及び大同工業は、本株式交換比率の決定に当たって公正性及び妥当性を確

保するため、それぞれ別個に、両社から独立した第三者算定機関及び各種アドバ

イザーを選定しました。当社は、ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算

定機関として野村證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）を、法務アド

バイザーとして西村あさひ法律事務所・外国法共同事業（以下「西村あさひ法律

事務所」といいます。）を選定し、大同工業はファイナンシャル・アドバイザー

及び第三者算定機関としてＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「ＳＭＢＣ日興証

券」といいます。）を、法務アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律

事務所外国法共同事業（以下「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」といいま

す。）を選定し、本格的な検討を開始いたしました。 

当社においては、下記３「株式交換完全子会社の株主の利益を害さないように

留意した事項」に記載のとおり、当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第

三者算定機関である野村證券から 2025 年５月 13 日付で取得した株式交換比率算



 

定書、法務アドバイザーである西村あさひ法律事務所からの助言、当社が大同工

業に対して 2025 年２月中旬から４月下旬にかけて実施したデュー・ディリジェ

ンスの結果等を踏まえて、慎重に協議・検討した結果、本株式交換比率は妥当で

あり、当社の株主の利益に資するとの結論に至ったため、本株式交換比率により

本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。 

 

他方、大同工業においては、下記３「株式交換完全子会社の株主の利益を害さ

ないように留意した事項」に記載のとおり、大同工業のファイナンシャル・アド

バイザー及び第三者算定機関であるＳＭＢＣ日興証券から 2025 年５月 13 日付で

取得した株式交換比率算定書、法務アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友

常法律事務所からの助言、大同工業が当社に対して 2025 年２月中旬から４月下

旬にかけて実施したデュー・ディリジェンスの結果、当社との間で利害関係を有

しない独立した委員のみから構成される本特別委員会からの指示、助言及び2025

年５月 13 日付で受領した答申書（詳細については、下記３「株式交換完全子会

社の株主の利益を害さないように留意した事項」ご参照）の内容等を踏まえて、

慎重に協議・検討をいたしました。その結果、本株式交換比率は妥当であり、大

同工業の株主の利益に資するとの判断に至ったため、大同工業は、本株式交換比

率により本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。 

以上のとおり、当社及び大同工業は、両社がそれぞれのファイナンシャル・ア

ドバイザー及び第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考

に、それぞれが相手方に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏ま

えて慎重に検討し、両社の財務状況・資産状況・将来の見通し等の要因を総合的

に勘案した上で、交渉・協議を重ねてまいりました。その結果、当社及び大同工

業は、本株式交換比率は妥当であり、それぞれの株主の利益に資するとの判断に

至ったため、本株式交換比率により本株式交換を行うことが妥当であると判断い

たしました。 

なお、本株式交換比率は、本株式交換契約に従い、算定の基礎となる諸条件に

重大な変更が生じた場合には、両社間で協議し合意の上、変更することがありま

す。 

 

② 算定に関する事項 

(ア) 算定機関の名称並びに上場会社及び相手会社との関係 

当社の第三者算定機関である野村證券、大同工業の第三者算定機関であるＳ

ＭＢＣ日興証券はいずれも、当社及び大同工業から独立した算定機関であり、

当社及び大同工業の関連当事者に該当せず、本株式交換に関して記載すべき重

要な利害関係を有しません。 

また、ＳＭＢＣ日興証券は株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」と



 

いいます。）とともに株式会社三井住友フィナンシャルグループの一員であ

り、三井住友銀行は両社との間で通常の銀行取引の一環としての融資等の取引

を行っておりますが、本株式交換に関して両社との利益相反に係る重要な利害

関係を有しておりません。ＳＭＢＣ日興証券によれば、ＳＭＢＣ日興証券の社

内においては、ファイナンシャル・アドバイザリー業務及び両社の株式の価値

算定業務を担当する部署と同社のその他部署との間において情報隔壁措置等の

適切な弊害防止措置を講じている他、ＳＭＢＣ日興証券と三井住友銀行との間

において情報隔壁措置等の適切な利益相反管理体制が構築されているとのこと

であり、大同工業がＳＭＢＣ日興証券に対して両社の株式価値の算定を依頼す

ることに関し公正性の観点から問題はないと考えられることから、大同工業は

ＳＭＢＣ日興証券を両社から独立した第三者算定機関として選定いたしまし

た。 

 

(イ) 算定の概要 

(i) 野村證券による算定 

野村證券は、当社については、当社が東京証券取引所プライム市場に上場

しており、市場株価が存在することから、市場株価平均法を、また、比較可

能な上場類似会社が存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能であ

ることから、類似会社比較法を、また、将来の事業活動の状況を評価に反映

するために、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ

法」といいます。）を採用して算定を行いました。 

市場株価平均法においては、2025 年５月 13 日を算定基準日として、東京

証券取引所における算定基準日の終値、算定基準日までの直近５営業日、

１ヶ月、３ヶ月及び６ヶ月の各期間の終値単純平均値を採用しております。 

ＤＣＦ法では、当社が作成した 2025 年３月期から 2030 年３月期の財務予

測に基づく将来のキャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引

くことによって算定しております。なお、野村證券がＤＣＦ法による算定の

前提とした当社の財務予測において、大幅な増減益を見込んでいる事業年度

はございません。また、当該財務予測は、本株式交換の実施を前提としてお

りません。 

大同工業については、同社が東京証券取引所スタンダード市場に上場して

おり、市場株価が存在することから、市場株価平均法を、また、比較可能な

上場類似会社が存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能であるこ

とから、類似会社比較法を、また、将来の事業活動の状況を評価に反映する

ために、ＤＣＦ法を採用して算定を行いました。 

市場株価平均法においては、2025 年５月 13 日を算定基準日として、東京

証券取引所における算定基準日の終値、算定基準日までの直近５営業日、



 

１ヶ月、３ヶ月及び６ヶ月の各期間の終値単純平均値を採用しております。 

ＤＣＦ法では、大同工業より受領し、当社による確認の上、野村證券に提

供された 2025 年３月期から 2029 年３月期の財務予測に基づく将来のキャッ

シュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって算定して

おります。なお、野村證券がＤＣＦ法による算定の前提とした大同工業の財

務予測において、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれておりま

す。具体的には、二輪事業及び産機事業における高付加価値商品の販売強化

による限界利益率の改善により、営業利益については 2025 年３月期から

2029 年３月期まで各前年度対比で大幅な増益を見込んでおります。また、

当該財務予測は、本株式交換の実施を前提としておりません。 

各評価手法における当社株式の１株当たりの株式価値を１とした場合の大

同工業の算定レンジは、以下のとおりとなります。 

 

採用手法 株式交換比率の算定レンジ 

市場株価平均法 0.42～0.47 

類似会社比較法 0.09～1.15 

ＤＣＦ法 0.24～0.88 

 

野村證券は、株式交換比率の算定に際して、公開情報及び野村證券に提供

された一切の情報が正確かつ完全であることを前提としており、独自にそれ

らの正確性及び完全性についての検証は行っておりません。両社及びその関

係会社の資産又は負債（金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債

務を含みます。）について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独

自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依

頼も行っておりません。当社の財務予測その他将来に関する情報について

は、当社の経営陣により現時点で得られる最善の予測と判断に基づき合理的

に検討又は作成されたことを前提としております。野村證券の算定は 2025

年５月 13 日までに野村證券が入手した情報及び経済条件を反映したもので

す。なお、野村證券の算定は、当社の取締役会が本株式交換比率を検討する

ための参考に資することを唯一の目的としております。 

 

(ii) ＳＭＢＣ日興証券による算定 

ＳＭＢＣ日興証券は、当社及び大同工業がそれぞれ東京証券取引所プライ

ム市場及びスタンダード市場に上場しており、両社に市場株価が存在するこ

とから市場株価法（2025 年５月 13 日を算定基準日として、東京証券取引所

プライム市場及びスタンダード市場における 2025 年４月 14 日から算定基準



 

日までの直近１ヶ月間の平均株価（終値単純平均）、2025 年２月 14 日から

算定基準日までの直近３ヶ月間の平均株価（終値単純平均）、2024 年 11 月

14 日から算定基準日までの直近６ヶ月間の平均株価（終値単純平均）を基

に分析しております。）を、また、当社及び大同工業がいずれについても比

較可能な類似上場会社が存在し、類似上場会社比較法による株式価値の類推

が可能であることから類似上場会社比較法を、また、両社の将来の事業活動

の状況を評価に反映するためＤＣＦ法を採用して算定を行いました。各評価

方法による当社株式１株に対する大同工業株式の算定レンジは、以下のとお

りです。 

 

採用手法 株式交換比率の算定レンジ 

市場株価法 0.42～0.47 

類似上場会社比較法 0.14～0.72 

ＤＣＦ法 0.57～1.37 

 

ＳＭＢＣ日興証券は、株式交換比率の算定に際して、公開情報及びＳＭ

ＢＣ日興証券に提供された一切の情報が正確かつ完全であることを前提と

しており、独自にそれらの正確性及び完全性についての検証は行っており

ません。両社並びにその関係会社の資産又は負債（デリバティブ取引、簿

外資産及び負債、その他の偶発債務を含みます。）について、個別の資産

及び負債の分析及び評価を含め、両社から提供若しくは開示された情報、

判断又は予測を前提とし、これらについて独自に評価、鑑定又は査定を

行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。

両社の財務予測（利益計画その他の情報を含みます。）については、両社

の経営陣により現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に検

討又は作成されたことを基礎としております。なお、ＳＭＢＣ日興証券が

ＤＣＦ法による算定の前提とした当社の財務予測においては、大幅な増減

益が見込まれている事業年度は含まれておりません。また、大同工業の財

務予測においては、大幅な増減益が見込まれている事業年度が含まれてお

ります。具体的には二輪事業及び産機事業における高付加価値商品の販売

強化による限界利益率の改善により、営業利益については 2025 年３月期か

ら 2028 年３月期まで各前年度対比大幅な増益を見込んでおります。なお、

当該財務予測は、本株式交換の実施を前提としておりません。 

 

 



 

２. 交換対価として当社の株式を選択した理由 

 当社及び大同工業は、本株式交換の対価として、株式交換完全親会社である当社株

式を選択しました。当社株式は東京証券取引所プライム市場に上場されており、本株

式交換の効力発生日以降も同市場において取引機会が確保されていること、また、大

同工業の株主が本株式交換に伴うシナジーを享受することも期待できることから、上

記の選択は適切であると考えております。なお、本株式交換により、その効力発生日

をもって、大同工業は当社の完全子会社となり、大同工業株式は2025年 12月 29日付

で上場廃止（最終売買日は2025年 12月 26日）となる予定です。上場廃止後は、大同

工業株式を東京証券取引所スタンダード市場において取引をすることができなくなり

ます。 

大同工業株式が上場廃止となった後も、本株式交換により大同工業の株主に割り当

てられる当社株式は東京証券取引所プライム市場に上場されており、本株式交換の効

力発生日以後も金融商品取引所市場での取引が可能であることから、基準時において

大同工業株式を154株以上保有し、本株式交換により当社株式の単元株式数である100

株以上の当社株式の割当てを受ける大同工業の株主に対しては、引き続き株式の流動

性を提供できるものと考えております。 

他方、基準時において、154 株未満の大同工業株式を保有する大同工業の株主に

は、当社株式の単元株式数である 100 株に満たない当社株式が割り当てられます。そ

のような単元未満株式を金融商品取引所市場において売却することはできませんが、

単元未満株式を保有することになる株主は、当社に対し、その保有する単元未満株式

を買い取ることを請求することが可能です。また、その保有する単元未満株式の数と

併せて１単元となる数の株式を当社から買い増すことも可能です。 

なお、大同工業株式の株主は、最終売買日である 2025 年 12 月 26 日（予定）まで

は、東京証券取引所スタンダード市場において、その保有する当社株式を従来どおり

取引することができる他、基準時まで会社法その他関係法令に定める適法な権利を行

使することができます。 

 

３. 株式交換完全子会社の株主の利益を害さないように留意した事項 

本株式交換において上場会社である大同工業が当社の株式交換完全子会社となるこ

とから、当社及び大同工業は、本株式交換の公正性を担保するために以下の措置を実

施しております。 

① 独立した第三者算定機関からの算定書の取得 

当社及び大同工業は、本株式交換における株式交換比率の算定に当たって公正

性を期すため、当社は、当社及び大同工業から独立した第三者算定機関である野

村證券を選定し、2025 年５月 13 日付けで、株式交換比率に関する算定書を取得

し、また、大同工業は、当社及び大同工業から独立した第三者算定機関であるＳ

ＭＢＣ日興証券を選定し、2025 年５月 13 日付けで、株式交換比率に関する算定



 

書を取得いたしました。各算定書の概要は上記１(2)②「算定に関する事項」を

ご参照ください。なお、両社は、いずれも各第三者算定機関から、本株式交換の

株式交換比率が当社又は大同工業の株主にとって財務的見地より公正である旨の

意見書（フェアネス・オピニオン）を取得しておりません。 

 

② 独立した法律事務所からの助言 

当社は、本株式交換に関する法務アドバイザーとして、西村あさひ法律事務所

を 2024 年 10 月に選任し、本株式交換の諸手続及び取締役会の意思決定の方法・

過程等について法的な観点から助言を得ております。なお、西村あさひ法律事務

所は、当社及び大同工業との間で重要な利害関係を有しません。 

他方、大同工業は、本株式交換に関する法務アドバイザーとして、アンダーソ

ン・毛利・友常法律事務所を 2024 年 12 月に選任し、本株式交換の諸手続及び取

締役会の意思決定の方法・過程等について法的な観点から助言を得ております。

なお、アンダーソン・毛利・友常法律事務所は、当社及び大同工業との間で重要

な利害関係を有しません。 

 

③ 大同工業における利害関係を有しない特別委員会の設置及び答申書の取得 

大同工業は、2024 年 12月 13 日、当社からの本株式交換の提案を受け、本株式

交換に関する具体的な検討を開始するに際し、大同工業取締役会において、本株

式交換の是非を審議及び決議するに先立って、本株式交換に係る大同工業取締役

会の意思決定に慎重を期し、また、大同工業取締役会の意思決定過程における恣

意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、大同工業

取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが大同工業の少数株主に

とって不利益なものであるかどうかについての意見を取得することを目的とし

て、2024 年 12 月 20 日に、当社との間で利害関係を有しておらず、かつ、東京証

券取引所に独立役員として届け出ている、大同工業の社外取締役である坂下清司

氏、武市祥司氏、山本美帆氏並びに秋元潤氏の４名により構成される本特別委員

会を設置し、本特別委員会に対し、(i)本株式交換その他の方法を通じた、当社

による大同工業株式の非公開化手続（以下「本件取引」といいます。）の目的は

合理的（本件取引が大同工業の企業価値向上に資するかを含む。）と認められる

か、(ⅱ)本件取引に係る取引条件（本株式交換における株式交換比率を含む。）

の公正性・妥当性が確保されているか、(ⅲ)本件取引に係る手続の公正性が確保

されているか、(ⅳ)上記(i)から(ⅲ)を踏まえ、本件取引が大同工業の少数株主

にとって不利益でないと考えられるか（以下「本諮問事項」といいます。）につ

いて諮問いたしました。また、大同工業取締役会は、本諮問事項の諮問にあた

り、本件取引に関する大同工業取締役会の意思決定は、本特別委員会の判断内容

を適切に理解・把握した上で、これを最大限尊重して行うこと及び本特別委員会



 

がその実施又は取引条件が妥当でないと判断したときには大同工業取締役会は当

該取引条件による本件取引に賛同しないこととすることを決議するとともに、本

特別委員会に対し、(a)大同工業のファイナンシャル・アドバイザー及び法務ア

ドバイザー等（以下「アドバイザー等」と総称します。）の専門家を指名又は承

認（事後承認を含む。）する権限、(b)本特別委員会が必要と認める場合には、

本特別委員会のアドバイザー等を選任する権限（本特別委員会のアドバイザー等

の専門的助言に係る合理的な費用は大同工業の負担とする。）、(c)大同工業の

役職員その他本特別委員会が必要と認める者から本件取引の検討及び判断に必要

な情報を受領する権限、(d)本件取引の取引条件に関する交渉について事前に方

針を確認し、適時にその状況の報告を受け、重要な局面で意見を述べ指示や要請

を行うこと等により、本件取引の取引条件に関する交渉過程に実質的に関与する

権限を付与いたしました。 

本特別委員会は、2024 年 12 月 20 日から 2025 年５月 13 日までに、委員会を合

計 15 回開催したほか、委員会外においても、電子メール等を通じて、意見表明

や情報収集を行い、必要に応じて随時協議を行う等して、本諮問事項に関し、慎

重に検討を行いました。具体的には、本特別委員会は、まず、大同工業が選任し

たファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるＳＭＢＣ日興証券

並びに法務アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所につき、い

ずれも独立性及び専門性に問題がないことを確認し、その選任を承認いたしまし

た。また、本特別委員会は、必要に応じ大同工業のアドバイザー等から専門的助

言を得ることとし、本特別委員会として独自にアドバイザー等を選任しないこと

を確認しております。 

その上で、両社に対して本株式交換の目的等に関する質問状を送付した上で、

両社から本株式交換の目的、本株式交換に至る背景・経緯、株式交換を選択した

理由、本株式交換後の経営方針や従業員の取扱いに関する考え方等について説明

を受け、質疑応答を行いました。また、大同工業の法務アドバイザーであるアン

ダーソン・毛利・友常法律事務所から本株式交換に係る大同工業の取締役会の意

思決定方法、本特別委員会の運用その他本株式交換に係る手続面の公正性を担保

するための措置及び利益相反を回避するための措置に関して助言を受けました。

さらに、大同工業のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である

ＳＭＢＣ日興証券から本株式交換における対価（本株式交換比率等）の算定方法

及び算定結果の説明を受け、質疑応答を行い、その合理性の検証を行いました。

また、本特別委員会は、ＳＭＢＣ日興証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事

務所の助言を受け、本株式交換における対価（本株式交換比率等）の交渉方針を

定めるとともに、その交渉内容について随時報告を受け、必要に応じて指示を行

う等、当社との交渉に実質的に関与いたしました。 

本特別委員会は、かかる経緯の下、本諮問事項について慎重に協議及び検討を



 

行い、(i)本件取引の目的は合理的（本件取引が大同工業の企業価値向上に資す

るかを含む。）と認められる旨、(ⅱ)本件取引に係る取引条件（本株式交換にお

ける株式交換比率を含む。）の公正性・妥当性が認められる旨、(ⅲ)本件取引に

係る手続の公正性が認められる旨、(ⅳ)上記(i)から(ⅲ)を踏まえ、本件取引は

大同工業の少数株主にとって不利益でないと考えられる旨の答申書を、2025年５

月 13 日付で、大同工業取締役会に対して提出しております。本特別委員会の意

見の概要は、以下のとおりです。 

 

(i) 本件取引の目的の合理性（本件取引が大同工業の企業価値向上に資す

るかを含む。） 

大同工業及び当社が想定している本件取引の事業上のシナジーとして

は、海外ビジネスの拡大、既存事業におけるクロスセル、新規事業・共

同開発などがあり、特に、当社のビジネス基盤を活用した大同工業の海

外ビジネスの拡大や、大同工業の二輪事業製品及び一般産業用シール

チェーンを始めとした開発製品のつばきグループの販売網を活用した販

売拡大については、大同工業の収益性の拡大に繋がる可能性が高く、大

同工業及び当社においても当該事実を認識している。また、大同工業と

しては、本件取引を通じて、2024 年５月 14 日付で公表した DID 

MUGENDAI SMILE VISION 2035 及び第 13 次中期経営計画の達成確度を高

めるとともに、上場維持に係る業務負担及びコストを削減できると認識

している。 

大同工業において、上記の各シナジーが実現できた場合、大同工業が

認識している事業課題・経営課題の解決に繋がり、ひいては大同工業の

中長期的な企業価値の向上に資するものと考えられる。 

また、大同工業において、現時点で本件取引と比肩するような、大同

工業の企業価値を向上させる資本政策は現実的には認められず、本件取

引の相手方についても上記の各事業シナジーを実現するにあたっては当

社が適切なパートナーであると考えられるため、本件取引は、大同工業

の企業価値の向上の観点から、他に検討し得る資本政策と比較しても優

位性を有する取引であると考えられる。 

一方で、本件取引により大同工業が上場廃止となることに伴い、大同

工業の経営の自由度が狭められること、大同工業の取引先に対する影

響、今後の資金調達手段への影響、コンプライアンス体制の弱体化、今

後の人材採用への影響、既存従業員の士気等に対する影響などが想定さ

れ得るが、本件取引を通じて大同工業が東京証券取引所プライム市場に

上場する当社のグループ会社の１社となること等を踏まえると、いずれ

についてもその影響は限定的であると考えられる。 



 

以上を総合的に考慮すると、本件取引は大同工業の企業価値向上に資

するものであり、本件取引の目的は合理的と認められる。 

 

(ⅱ) 本件取引に係る取引条件（本株式交換における株式交換比率を含

む。）の公正性・妥当性 

本株式交換比率は、下記(ⅲ)のとおり公正性を担保する措置を講じた

上で、本株式交換比率の提案、決定といった重要な局面においては、本

特別委員会の意見や指示を受けながら交渉していることが認められる。

そのため、本株式交換の条件に関する交渉過程は、公正な手続の下、企

業価値を高めつつ一般株主にとってできる限り有利な取引条件で本株式

交換が行われることを目指して合理的な努力が行われる状況を確保でき

ていたものと認められる。 

また、本株式交換比率は、ＳＭＢＣ日興証券による株式交換比率の算

定結果のうち、市場株価基準法の算定レンジの上限を上回り、類似企業

比較法の算定レンジの範囲内でその中央値を上回り、DCF 法の算定レン

ジの範囲内であることが認められ、ＳＭＢＣ日興証券による株式交換比

率の算定結果に照らし合理的な水準にあるといえる。また、本株式交換

比率は、本件取引と類似する株式交換による完全子会社化の事例を相当

程度上回るのみならず、本件取引と類似する公開買付けによる完全子会

社化の事例におけるプレミアム水準に照らして相応な水準と評価するこ

とができる。さらに、本株式交換比率のプレミアムを大同工業の基準日

の終値ベースに換算すると、過去３年９ヶ月の大同工業の株価の終値

ベースでの最高値を超える水準であることが認められる。 

以上のほか、本件取引のスキームを株式交換の手法とすることについ

ても、他の考えられる手法と比較して、大同工業の一般株主に対して本

件取引のシナジーによる企業価値の向上を経済的に享受する機会を提供

できる手法であることなどを踏まえると、合理性が認められる。 

以上を総合的に考慮すると、本件取引に係る取引条件（本株式交換に

おける株式交換比率を含む。）の公正性・妥当性は確保されていると認

められる。 

 

(ⅲ) 本件取引に係る手続の公正性 

大同工業は、本件取引の検討において、本株式交換に係る交渉過程の

手続の公正性を担保するために、次のような措置を採っていることが認

められる。 

大同工業は、本株式交換比率を含む本株式交換の条件に係る具体的な

交渉に入るより以前の時期において、当社からの独立性及び本件取引か



 

らの独立性が確保された特別委員で構成される本特別委員会を設置して

いる。本特別委員会は、ＳＭＢＣ日興証券及びアンダーソン・毛利・友

常法律事務所から必要に応じてその専門的助言を受け、適切に本件取引

に関する情報を取得した上で、本株式交換比率に関する交渉過程に実質

的に関与していたことが認められる。 

大同工業においては、ＳＭＢＣ日興証券及びアンダーソン・毛利・友

常法律事務所といった両社から独立した外部専門家から専門的助言等を

取得した上で、本件取引の手続の公正性や取引条件の妥当性について慎

重な検討・判断過程を経ている。また、大同工業における意思決定プロ

セスにおいて、公正性に疑義のある点は見当たらない。大同工業の株主

においては、本株式交換に係る適時開示書類により、法令や東京証券取

引所の適時開示規制に沿った開示が予定されており、取引条件の妥当性

等及び本件取引を通じて、買収後の企業グループとしての価値（対価株

式の価値）が中長期的に向上するかといった観点からの判断のために必

要とされる情報が提供されているといえる。また、本株式交換に反対又

は本株式交換比率に反対である大同工業の株主には、会社法上の株式買

取請求権（及びそれに基づく価格決定の申立てを行う権利）が認められ

ているため、強圧性を排除するための対応が行われていると認められ

る。 

本件取引においては、いわゆる積極的なマーケット・チェックは行わ

れていないが、間接的なマーケット・チェックが機能しており、マー

ケット・チェックの観点からも公正性に疑義を生じさせる点は認められ

ない。 

以上を総合的に考慮すると、大同工業において、本株式交換の公正性

を担保するために必要な合理的な措置を講じているといえ、本件取引に

係る手続の公正性は確保されていると認められる。 

 

(ⅳ) 上記(i)から(ⅲ)を踏まえ、本件取引が大同工業の少数株主にとって不

利益でないと考えられるか 

上記(i)から(ⅲ)を総合的に考慮すると、本件取引は大同工業の少数

株主にとって不利益でないと認められる。 

 

④ 大同工業における利害関係を有しない取締役全員（監査等委員を含む。）の承認 

2025 年５月 14 日開催の大同工業取締役会では、大同工業取締役の全員にて審

議の上、その全員の賛成により本株式交換の実施を決議しております。なお、大

同工業取締役のうち、当社との間に利害関係を有している取締役はおりません。 

 



 

4. 株式交換完全親会社の資本金および準備金の額に関する事項 

 

 本株式交換により増加する当社の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第39条の

規定に従い、当社が別途適当に定める額とします。かかる取扱いは、当社の財務状

況、資本政策その他の事情を総合的に考慮・検討して法令の範囲内で決定するもので

あり、相当であると判断しております。 

 



別紙３ 大同工業の最終事業年度に係る計算書類等 
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大同工業株式会社 



（ 2024年 4月 1 日から
2025年 3月31日まで ）
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当期における我が国経済は、雇用や所得環境の改善に伴い、緩やかな回復基調で推移しまし
た。しかし、国際情勢の不安定さや米国通商政策の動向、物価上昇率の高さやエネルギー価格の
高止まりなどが重なり、依然として先行き不透明な状況が続いております。
　この様な状況のもと、当社グループにおきましては、エネルギー価格や人件費等のコスト上昇
を価格転嫁することで採算性の改善に努めてまいりました。また、本社生産拠点の再編・拡張工
事や基幹システムの刷新に向けた取り組みを継続して行うなど、将来を見据えた抜本的な構造改
革を推進すると共に、事業領域の拡大と新規事業の創出に向けた活動を推進してまいりました。
　その結果、売上高につきましては、57,515百万円（前期比2.6％増）となりました。利益面に
つきましては、エネルギー価格や人件費等のコスト上昇分の価格転嫁が奏功し、連結営業利益は
1,382百万円（前期比508.3％増）、連結経常利益は1,434百万円（前期比84.2％増）と大幅に
改善しました。当期は減損損失を計上したものの、投資有価証券売却益の計上により、親会社株
主に帰属する当期純利益は1,192百万円（前期比247.8％増）となりました。
　セグメント別の概況は次のとおりであります。

〔日本〕
　外部顧客への売上高は26,269百万円（前期比0.3％減）、営業損失は３百万円（前期は602
百万円の営業損失）となりました。売上高については、国内完成車メーカーによる在庫調整の
影響で二輪車用アルミリムの受注が低迷したことに加え、海外向けトラクターの販売不振によ
る農機用ホイールの受注が減少したことなどが主な減収要因であります。一方で、価格転嫁に
よる原価改善の効果もあり、利益面では前期比で大きく改善したものの、製品不具合に伴う交
換費用の引当が発生したため、最終的には営業損失を継続する結果となりました。
〔アジア〕
　外部顧客への売上高は18,146百万円（前期比6.8％増）、営業利益は806百万円（前期比
103.7％増）となりました。円安の影響に加え、インド・中国・インドネシアにおける完成車
メーカー向け二輪車用チェーンの受注が好調であったことから、売上高が増加しました。さら
に、価格転嫁による利益改善効果も加わり、営業利益の増加に寄与しました。



〔北米〕
　外部顧客への売上高は3,140百万円（前期比7.2％増）、営業利益は87百万円（前期比
92.3％増）となりました。米国の金融政策や政治情勢の不透明感から産業機械用チェーンの
受注は減少しましたが、円安の影響と補修市場向け二輪車用チェーンの好調な受注が業績改善
に貢献しました。
〔南米〕
　外部顧客への売上高は5,207百万円（前期比4.2％増）、営業損失は９百万円（前期は99百
万円の営業利益）となりました。完成車メーカー向け及び補修市場向けともに、二輪車用チェ
ーンの受注は堅調に推移し、売上高は前年同期を上回りました。一方で、干ばつの影響による
物流費の増加に加え、現地競合企業の台頭により産業機械用チェーンにおける価格競争が激化
したことから、利益を圧迫し、営業損失を計上する結果となりました。
〔欧州〕
　外部顧客への売上高は4,753百万円（前期比0.6％減）、営業利益は465百万円（前期比
10.8％増）となりました。売上高は、円安の進行及び産業機械用チェーンにおけるグループ
内商流の再編が寄与し改善を見せましたが、完成車メーカーの減産の影響などにより、二輪車
用チェーンの受注が低調に推移した結果、前期並みとなりました。利益面では、価格転嫁によ
る利益改善効果もあり、増益となりました。

②　設備投資等の状況
　当期において実施した当社グループの設備投資の総額は3,921百万円で、その主な内訳は、 
当社本社工場における鋼材倉庫の建設、当社及び海外子会社の設備の更新・増強等でありま
す。

③　資金調達の状況
　当社グループの所要資金は、自己資金及び借入金によって賄っております。



区 分
第 129 期

2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで

第 130 期
2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで

第 131 期
2023年 4 月 1 日から
2024年 3 月31日まで

第 132 期
(当連結会計年度)
2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで

売 上 高 (百万円) 49,847 55,054 56,041 57,515
営 業 利 益 (百万円) 2,707 1,379 227 1,382
経 常 利 益 (百万円) 3,119 1,652 778 1,434
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （ △ ）

(百万円) 2,347 △257 342 1,192

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△） (円) 215.11 △23.88 32.55 116.65

総 資 産 (百万円) 71,490 73,029 79,121 77,803

⑵　財産及び損益の状況の推移

（注）「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日）等を第132期の期首か
ら適用しており、第132期に係る数値等については、当該会計基準等を適用した後の数値等となっております。

セグメント 会 社 名 資 本 金 当社の
議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

日 　 本
株式会社大同ゼネラルサービス 30 百万円 100.00％

陸上運送業､石油製品､化学薬
品､包装資材の販売､損害保険代
理業､自動車の整備・販売

新星工業株式会社 370 百万円 77.27 各種鋼線の熱処理、伸線の
製造・販売、受託加工

ア ジ ア

大同鏈条（常熟）有限公司 4,100 千米
ﾄﾞﾙ 100.00 コンベヤ、チェーンの

製造・販売
D.I.D PHILIPPINES INC. 120 百万

ﾍﾟｿ 100.00 チェーン等の製造・販売

P.T. DAIDO INDONESIA MANUFACTURING 13,444 千米
ﾄﾞﾙ 100.00 リム、ホイール、チェーン

の製造・販売
D.I.D VIETNAM CO.,LTD. 2,788 千米

ﾄﾞﾙ 100.00 チェーン等の製造・販売

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況（2025年３月31日現在）



セグメント 会 社 名 資 本 金 当社の
議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

ア ジ ア

DID MALAYSIA SDN. BHD. 1 百万
ﾘﾝｷﾞｯﾄ

100.00％
(100.00) チェーン等の販売

DAIDO SITTIPOL CO.,LTD. 325 百万
ﾊﾞｰﾂ 51.00 チェーン等の製造・販売

D.I.D ASIA CO.,LTD. 10 百万
ﾊﾞｰﾂ 100.00 チェーン等の販売

INTERFACE SOLUTIONS CO.,LTD. 100 百万
ﾊﾞｰﾂ 59.09 物流システム、各種搬送

設備等の製造・販売
INTERFACE SYSTECH CO.,LTD. 21 百万

ﾊﾞｰﾂ
50.23

(50.23)
精密機械搬送設備等の
製造・販売

DAIDO INDIA PVT.LTD. 918 百万
ﾙﾋﾟｰ

100.00
(  1.09) チェーン等の製造・販売

北 米 DAIDO CORPORATION OF AMERICA 6,400 千米
ﾄﾞﾙ 100.00 チェーンの製造・販売、

リム、ホイール等の販売

南 　 米
DAIDO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. 31 百万

ﾚｱﾙ 100.00 チェーン、コンベヤの
製造・販売

DAIDO INDUSTRIA DE CORRENTES 
DA AMAZONIA LTDA. 31 百万

ﾚｱﾙ 100.00 チェーン等の製造・販売

欧 　 州 DID EUROPE S.R.L. 510 千
ﾕｰﾛ 100.00 チェーン、リム等の販売

（注）１．議決権比率の（　）内は、当社の間接所有割合で内数であります。
２．2024年５月において、D.I.D VIETNAM CO.,LTD.が453千米ドルの増資を実施した結果、同社の資本金は2,788

千米ドルとなりました。なお、同社の増資金額を当社が引き受けたため、当社の議決権比率（100.00％）に変更
はありません。



⑷　対処すべき課題
　当社は、「『伝える』『運ぶ』を究める実行力で、世界に大同ならではの笑顔を広げます」と
いう会社方針のもと、2024年に長期ビジョン「DID MUGENDAI SMILE VISION 2035」を発
表いたしました。あわせて第13次中期経営計画を策定しており、2025年度はその2年目にあた
ります。
　この中期経営計画では、今後の事業拡大に向けた「稼ぐ力」の強化、すなわち利益創出の仕組
みづくりに注力しています。3カ年の計画期間中に事業課題を確実に解決し、創立100周年に向
けた成長の基盤を築くとともに、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。
　■既存事業領域
　　自動車・二輪車・産業用分野で培った技術力を活かし、さらなる拡販と収益改善を推進しま
　　す。高度塑性加工や表面処理などの強みを磨き、お客様の期待に応える製品を提供してまい
　　ります。
　■新事業領域
　　既存事業で培った技術をもとに、物流・農業分野など新たな事業領域への挑戦を検討してい
　　ます。今後、事業化に向けた可能性を見極め、拡大を図ってまいります。
　■株主還元方針
　　株主の皆様への利益還元を経営上の重要施策と位置づけ、安定配当の維持を基本としつつ、
　　業績や経営環境、中長期的な財務体質の強化を踏まえ柔軟な対応を行ってまいります。
　株主の皆様には、今後とも変わらぬご支援・ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

事 業 区 分 主 要 な 事 業 内 容 セ グ メ ン ト

チ ェ ー ン 関 連 事 業
二輪車用、四輪車用、産業機械用（立体駐車装置
用、事務機用、農業機械用、水処理装置用、工作
機械用、建設機械用、コンベヤ用）

日本、アジア、
北米、南米、
欧州

コ ン ベ ヤ 関 連 事 業
環境関連設備用、製鉄用、セメント用、四輪車搬
送設備用、港湾設備用、鉱業用、化学用、精密機
械用、その他産業設備合理化用

日本、アジア、
南米

リムホイール関連事業 二輪車用リム､農業機械用ホイール､バギー用ホイ
ール､二輪車用スポーク・ボルト

日本、アジア、
北米、欧州

そ の 他 の 事 業 専用機械、工具類、階段昇降装置、製品の部品及
び材料 日本

⑸　主要な事業内容（2025年３月31日現在）
　下記製品の製造及び販売等を行っております。



本 社 石川県加賀市熊坂町イ197番地
支 社 東京支社　　（東京都中央区）

営 業 所

札幌営業所　（北海道札幌市東区）
栃木営業所　（栃木県宇都宮市）
浜松営業所　（静岡県浜松市北区）
名古屋営業所（愛知県名古屋市中村区）
大阪営業所　（大阪府大阪市中央区）
西日本営業所（福岡県福岡市博多区）
熊本営業所　（熊本県菊池市）

工 場
本社工場　　（石川県加賀市）
福田工場　　（石川県加賀市）
動橋工場　　（石川県加賀市）

セグメント 会 社 名 所 在 地
日 本 株式会社大同ゼネラルサービス 石川県加賀市

新星工業株式会社 愛知県名古屋市中川区

ア ジ ア

大同鏈条（常熟）有限公司 中国
D.I.D PHILIPPINES INC. フィリピン
P.T. DAIDO INDONESIA MANUFACTURING インドネシア
D.I.D VIETNAM CO.,LTD. ベトナム
DID MALAYSIA SDN. BHD. マレーシア
DAIDO SITTIPOL CO.,LTD. タイ
D.I.D ASIA CO.,LTD. タイ
INTERFACE SOLUTIONS CO.,LTD. タイ
INTERFACE SYSTECH CO.,LTD. タイ
DAIDO INDIA PVT.LTD. インド

北 米 DAIDO CORPORATION OF AMERICA アメリカ
南 米 DAIDO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. ブラジル

DAIDO INDUSTRIA DE CORRENTES DA AMAZONIA LTDA. ブラジル
欧 州 DID EUROPE S.R.L. イタリア

⑹　主要な営業所及び工場（2025年３月31日現在）
①　当社

（注）栃木営業所及び浜松営業所につきましては、2025年4月16日に閉鎖しております。
　　　栃木営業所の業務については東京支社に、浜松営業所の業務については名古屋営業所にそれぞれ移管して
　　　おります。

②　重要な子会社



セグメント 従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
日 本 950 (156)名 6名増
ア ジ ア 1,093 (419) 40名減
北 米 46 (2) 1名減
南 米 352 (46) 12名増
欧 州 13 (5) 3名減
合 計 2,454 (628) 26名減

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
833(129)名 15名増 37.4歳 13.6年

⑺　従業員の状況（2025年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者（定年後再雇用社員、派遣社員等）数は( )内に外数で記載しております。

②　当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員です。臨時雇用者（定年後再雇用社員、派遣社員等）数は、( )内に年間の平均人員数を外数で記
載しております。

借 入 先 借 入 金 残 高
株 式 会 社 北 國 銀 行 7,448百万円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 3,817
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,623

⑻　主要な借入先（2025年３月31日現在）

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　当社は、2025年５月14日付の取締役会決議により、当社及び株式会社椿本チエイン（以下
「椿本チエイン」といい、当社と椿本チエインを総称して、以下「両社」といいます。）との間
で経営統合を実施すること及び椿本チエインを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社
とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施することを決定し、同日、両社間で
経営統合契約及び株式交換契約を締結いたしました。
　本株式交換は、本株主総会の決議による本株式交換の承認を得た上で、日本及びタイにおいて
適用がある競争法に基づく関係当局の承認等を条件として、2026年１月１日を効力発生日とし
て行われる予定です。
　これらの結果、株式会社椿本チエインは当社の完全親会社となり、完全子会社となる当社は、
2025年12月29日に株式会社東京証券取引所スタンダード市場において、上場廃止（最終売買
日は2025年12月26日）となる予定です。



①　発行可能株式総数 32,000,000株
②　発行済株式の総数 10,924,201株（自己株式775,205株を含む）
③　株主数 4,939名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 式 会 社 飯 田 709千株 6.99％
株 式 会 社 北 國 銀 行 503 4.96
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 275 2.71
加 賀 商 工 有 限 会 社 262 2.59
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 258 2.55
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 258 2.55
新 家 　 萬 里 子 257 2.54
L G T 　 B A N K 　 L T D 247 2.44
P B G 　 C L I E N T S 　 S G 242 2.39
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 227 2.24

区分 交付した株式の数 交付された者の人数
取締役（監査等委員である取締役を除く） 普通株式　14,243株 4名

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2025年３月31日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）１．当社は、自己株式を775,205株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況



⑥　その他の株式に関する重要な事項
　　2024年7月31日開催の取締役会決議に基づき、当事業年度において、以下のとおり自己株
　式を取得いたしました。
　　　取得した株式の種類及び数　当社普通株式　228,100株
　　　株式の取得価額の総額　　　209,852,000円
　　　取得日　　　　　　　　　　2024年8月1日
　　　取得方法　　　　　　　　　東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNet-3）
　　　　　　　　　　　　　　　　による買い付け

⑵　新株予約権等の状況
　該当事項はありません。



会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 新 家 　 康 三

代 表 取 締 役 社 長 新 家 　 啓 史 執行役員　CEO
DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.取締役会長

常 務 取 締 役 眞 田 　 昌 則 執行役員　管理本部長

取 締 役 石 村 　 外 志 雄 執行役員　産機事業本部長

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ･ 常 勤 ） 梶 谷 　 清 浩

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 坂 下 　 清 司 北陸監査法人　代表社員

小松マテーレ株式会社　社外監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 武 市 　 祥 司 金沢工業大学　情報フロンティア学部

経営情報学科　教授

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 山 本 　 美 帆 株式会社COCOROE 代表取締役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 秋 元 　 潤 株式会社IHI　航空・宇宙・防衛事業領域 企画

管理部長

⑶　会社役員の状況
①　取締役の状況（2025年３月31日現在）

（注）１．取締役（監査等委員）坂下清司氏、武市祥司氏、山本美帆氏及び秋元潤氏は､社外取締役であります。
２．当社は、社外取締役である坂下清司氏、武市祥司氏、山本美帆氏及び秋元潤氏を東京証券取引所の定めに基づ

く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．梶谷清浩氏は、当社の技術部門、製造部門及び品質部門等における多様な業務経験とものづくりの中核を担っ

てきた実績を有しており、これらの豊富な経験と知識を活かし、監査・監督機能を強化するために常勤の監査
等委員として選定しております。

４．取締役（監査等委員）坂下清司氏は、公認会計士として長年培われた財務及び会計に関する専門的な知識を有
しております。

５．取締役（監査等委員）坂下清司氏は、2025年６月20日付で小松マテーレ株式会社が監査等委員会設置会社に
移行予定であることに伴い、同日付で同社の社外監査役を退任し、同時に同社の社外取締役（監査等委員）に
就任する予定です。

６．取締役（監査等委員）秋元潤氏は、2025年４月１日付で株式会社IHIの執行役員　航空・宇宙・防衛事業領域 
副事業領域長に就任しております。



区 　 　 分 報 酬 等 の 総 額
（ 百 万 円 ）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（ 名 ）基 本報 酬 業 績連 動

報 酬 等
非 金 銭
報 酬 等

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

171
(－)

147
(－)

13
(－)

10
（－）

6
(－)

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

36
(19)

36
(19) － － 6

(5)
合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

207
(19)

183
(19)

13
(－)

10
（－）

12
(5)

②　責任限定契約の内容の概要
　当社と各監査等委員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が
規定する額としております。

③　補償契約の概要等
　該当事項はありません。

④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で、当社の取締役及び執行役員を被保険者とする、会社法第430条
の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担して
おります。
　当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員等が、その職務の執行に関し責任を
負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保
険契約により保険会社が塡補するものであり、１年毎に契約更新しております。
　なお、当該保険契約では、私的な利益を違法に得た行為、犯罪行為、法令に違反することを
認識しながら行った行為等に起因する損害は填補されないなど、一定の免責事項が定められて
おり、また、塡補する額について限度額を設けることにより、当該役員等の職務の執行の適正
性が損なわれないようにするための措置を講じております。

⑤　取締役の報酬等
1）当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．上表には、2024年6月25日開催の第131期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名（うち社
外取締役1名）を含んでおります。

　　　２．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。



2）取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2020年６月26日開催の第
127期定時株主総会において年額３億円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議
いただいており、当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
員数は、７名です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年６月26日開催の第
127期定時株主総会において年額１億円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時
点の監査等委員である取締役の員数は、４名です。
また、金銭報酬とは別枠で、2024年６月25日開催の第131期定時株主総会において、取
締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬の額として年額６千万円以
内、株式数の上限を年５万株以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の対象取
締役の員数は、４名です。

3）業績連動報酬に関する事項
当社の業績連動報酬に係る指標は、事業年度毎の業績向上への意欲を高め、その成果を適
切に反映するため、前事業年度の連結経常利益の額を指標とし、前事業年度の連結経常利
益の額に、取締役会にて決定する一定の比率を乗じて支給総額を算出しております。当事
業年度において指標とした連結経常利益の実績は778百万円であります。

4）非金銭報酬等に関する事項
非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「6）ニ．非金銭報酬の
内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針（報酬等の付与の時期に関す
る方針を含む。）」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「２．
（1）⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に
記載しております。

5）譲渡制限付株式報酬制度に関する事項
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の非金銭報酬は、当社の企業価値の持
続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を
進めることを目的として、譲渡制限付株式を用いた株式報酬としております。付与する譲
渡制限付株式の数は、各当該取締役の役位、職責等に応じて決定し、在職中、毎年一定の
時期に支給します。
なお、監査等委員である取締役の報酬等は、固定報酬のみとしております。



6）取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、⑤において「取締役」という。）の個人
別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会にて決議しておりま
す。
また、当社の取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の固定報酬、業績連動報酬及
び非金銭報酬について、代表取締役社長による報酬の内容の決定方法等を確認しており、
当社が決定した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断し
ております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は、次のとおりであります。
イ．基本方針

当社の取締役の個人別の報酬等については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内
で、固定報酬及び業績連動報酬等としての金銭並びに非金銭報酬にて構成するものと
する。なお、業績連動報酬等及び非金銭報酬は、取締役を支給対象とする。

ロ．基本報酬に係る取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
（報酬等の付与の時期に関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬は、月額固定報酬とし、各取締役の役位、職責、在任年数等
に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘
案して決定し、在職中に定期的に支給する。

ハ．業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び業績連動報酬等の額の算定方法の決定に関
する方針（報酬等の付与の時期に関する方針を含む。）
当社の取締役の業績連動報酬等は、事業年度毎の業績向上への意欲を高め、その成果
を適切に反映するため、前事業年度の連結経常利益の額を指標とし、前事業年度の連
結経常利益の額に、取締役会にて決定する一定の比率を乗じて支給総額を算出する。
その上で、当該支給総額を配分した各取締役の個人別の業績連動報酬等の額について
は、各当該取締役の役位、職責、在任年数等に応じて決定し、在職中、毎年一定の時
期に支給する。

ニ．非金銭報酬の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針（報酬等の
付与の時期に関する方針を含む。）
当社の取締役の非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
を付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲
渡制限付株式を用いた株式報酬とする。付与する譲渡制限付株式の数は、各当該取締
役の役位、職責等に応じて決定し、在職中、毎年一定の時期に支給する。

ホ．固定報酬の額、業績連動報酬等及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に
対する割合の決定に関する方針
取締役の固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬の取締役の個人別の報酬
等の額に対する割合は、他社水準等も参考にしつつ、業績向上への適切なインセンテ
ィブとなるように決定する。



ヘ．個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する方針
当社の取締役の個人別の固定報酬の額、上記ハ．に基づき算定された業績連動報酬等
の支給総額を配分した個人別の業績連動報酬等の額及び上記ニ．に基づき算定された
非金銭報酬の額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が委任を受ける
ものとする。代表取締役社長は、個人別の固定報酬の額については、各取締役の役
位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮
しながら、総合的に勘案して決定し、個人別の業績連動報酬等及び非金銭報酬の額に
ついては、各取締役の役位、職責、在任年数等に応じて決定する権限を有するものと
する。

7）取締役の個人別の報酬等の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長執行役員CEO新家啓史に対し、各取締役の固定報酬、業績連
動報酬等及び非金銭報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業
績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したため
であります。

⑥　社外役員に関する事項
1）他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

イ．取締役（監査等委員）坂下清司氏は、北陸監査法人の代表社員、小松マテーレ株式会
社の社外監査役であります。なお、当社と各兼職先との間には特別の利害関係はあり
ません。

ロ．取締役（監査等委員）武市祥司氏は、金沢工業大学情報フロンティア学部経営情報学
科の教授であります。なお、当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。

ハ．取締役（監査等委員）山本美帆氏は、株式会社COCOROE代表取締役であります。な
お、当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。

ニ．取締役（監査等委員）秋元潤氏は、株式会社IHI 執行役員 航空・宇宙・防衛事業領域 
副事業領域長 兼企画管理部長であります。なお、当社と兼職先との間には特別の利害
関係はありません。

2）会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者等との親族関係
該当事項はありません。



役 　 　 職
氏 　 　 名 取 締 役 会 監 査 等

委 員 会
主な活動状況及び社外取締役に期待される

役割に関して行った職務の概要

取締役（監査等委員）
坂下清司

15/15回
（100％）

11/11回
（100％）

　当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員
会の全てに出席いたしました。
　坂下清司氏は、公認会計士としての財務及び会計
に関する豊富な知識と経験に基づき、当社の経営に
対する実効性の高い監督や助言など社外取締役とし
ての役割・責務を十分に発揮しております。

取締役（監査等委員）
武市祥司

15/15回
（100％）

11/11回
（100％）

　当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員
会の全てに出席いたしました。
　武市祥司氏は、大学の工学系学部の教授職を長年
務めており、当社の事業分野にも通ずる豊富な知識
と経験に基づき、当社の経営に対する適切な助言や
監督など社外取締役としての役割・責務を十分に発
揮しております。

取締役（監査等委員）
山本美帆

11/11回
（100％）

8/8回
（100％）

　2024年6月25日の取締役（監査等委員）就任以
降、当事業年度に開催された取締役会及び監査等委
員会の全てに出席いたしました。
　山本美帆氏は、ソーシャルデザインの分野でパイ
オニアとして知られ、イギリスの大学院大学で社会
貢献とサステナビリティを学び、国際的な視野を持
つ専門家として、当社の事業分野にも通ずる豊富な
知識と経験に基づき、当社の経営に対する適切な助
言や監督など社外取締役としての役割・責務を十分
に発揮しております。

取締役（監査等委員）
秋元　潤

11/11回
（100％）

8/8回
（100％）

　2024年6月25日の取締役（監査等委員）就任以
降、当事業年度に開催された取締役会及び監査等委
員会の全てに出席いたしました。
　秋元潤氏は、豊富なグローバル経営経験を持ち、
その経験と知見は当社の経営に対する適切な助言や
監督など社外取締役としての役割・責務を十分に発
揮しております。

     

3）当事業年度における主な活動状況

（注）本事業報告中に記載の金額及び株式数は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。



（2025年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具

土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産
社 債 発 行 費　

37,725
8,711
3,230
8,927
125
5,979
4,600
4,150
2,112
△112

40,039
22,295
6,938
8,526
4,028
478
1,307
1,016

222
209
13

17,521
16,715
324
830
△349

38
38　

流 動 負 債 17,650
支払手形及び買掛金 7,687
短 期 借 入 金 5,451
リ ー ス 債 務 151
未 払 法 人 税 等 250
契 約 負 債 172
賞 与 引 当 金 524
役 員 賞 与 引 当 金 10
製 品 保 証 引 当 金 133
受 注 損 失 引 当 金 37
災 害 損 失 引 当 金 140
そ の 他 3,092

固 定 負 債 23,365
社 債 5,700
長 期 借 入 金 12,182
リ ー ス 債 務 1,102
繰 延 税 金 負 債 1,499
退職給付に係る負債 2,641
長 期 未 払 金 177
そ の 他 62

負 債 合 計 41,016
純 資 産 の 部

株 主 資 本 21,292
資 本 金 3,536
資 本 剰 余 金 3,273
利 益 剰 余 金 15,105
自 己 株 式 △622

その他の包括利益累計額 9,430
その他有価証券評価差額金 5,825
為 替 換 算 調 整 勘 定 3,157
退職給付に係る調整累計額 447

非 支 配 株 主 持 分 6,064
純 資 産 合 計 36,787

資 産 合 計 77,803 負 債 純 資 産 合 計 77,803

連 結 貸 借 対 照 表



（2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 57,515
売 上 原 価 46,379

売 上 総 利 益 11,136
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,753

営 業 利 益 1,382
営 業 外 収 益

受 取 利 息 74
受 取 配 当 金 546
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 197
そ の 他 162 981

営 業 外 費 用
支 払 利 息
為 替 差 損

392
384

そ の 他 151 929
経 常 利 益 1,434
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 10
投 資 有 価 証 券 売 却 益
災 害 損 失 引 当 金 戻 入 額

637
65 712

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 50
減 損 損 失 305
災 害 に よ る 損 失 17 373

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,774
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 650
法 人 税 等 調 整 額 △108 542
当 期 純 利 益 1,231
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 39
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,192

連 結 損 益 計 算 書



（ 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項 ）

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株
主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提
供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第132期定時株主総会資料

事 業 報 告
会計監査人の状況
業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
会社の支配に関する基本方針
剰余金の配当等の決定に関する方針

連 結 計 算 書 類
連結株主資本等変動計算書
連結注記表

計 算 書 類
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表

連結計算書類に係る会計監査報告
計算書類に係る会計監査報告
監査等委員会の監査報告

（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

大同工業株式会社



報 酬 等 の 額
（ 百 万 円 ）

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 51

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 51

会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人
②　報酬等の額

（注）１． 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の
額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれ
らの合計額を記載しております。

２． 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であ
るかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

3． 当社の重要な子会社のうち、大同鏈条(常熟)有限公司、D.I.D PHILIPPINES INC.、P.T. DAIDO INDONESIA 
MANUFACTURING 、D.I.D VIETNAM CO.,LTD. 、DID MALAYSIA SDN. BHD. 、DAIDO SITTIPOL 
CO.,LTD.、D.I.D ASIA CO.,LTD.、INTERFACE SOLUTIONS CO.,LTD.、INTERFACE SYSTECH CO.,LTD.、
DAIDO INDIA PVT.LTD.、DAIDO CORPORATION OF AMERICA、DAIDO INDUSTRIAL E COMERCIAL 
LTDA.、DAIDO INDUSTRIA DE CORRENTES DA AMAZONIA LTDA.、DID EUROPE S.R.L.は、当社の会計
監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を
受けております。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会
が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した
旨及びその理由を報告いたします。

④　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。



業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴ 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務並
びに会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての決定内
容の概要は以下のとおりであります。

① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社は、法令遵守並びに経営及び業務の遂行のため、必要な規定、基準を体系化し、その取
扱いと運用を定め、取締役・使用人の職務執行が適正かつ効率的に行われる体制をとる。
　安全、防災等に関しては、各種委員会を設置し、委員会の活動を通し法令を遵守するととも
に、品質・環境についてはＩＳＯマネジメントシステムの運用を通して企業の社会的責任を果
たしていく。
　グループ各社を含めたサステナビリティ経営に関する活動を統括し、推進するための、社長
を委員長とするサステナビリティ委員会を設置する。
　また、各業務執行部門から独立し、かつ社長直轄の内部統制監査室を設置し、企業集団の内
部統制の整備・運用状況の評価並びに企業活動における法令遵守や倫理性の確保に努める。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　「文書管理規定」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書
等という)に記録し、保存及び管理する。取締役及び監査等委員会は、これらの文書等の情報
を適時に入手することができる。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　安全、防災等に関する規定の整備・運用及び各種委員会の活動により、危険発生の予防措置
を講ずるとともに、危険発生時には、随時それぞれの担当部署が各種の委員会等を開催し、損
失の危険を最小限にすべく組織的な対応を行う。
　企業集団に潜在するリスクの更なる洗い出しを行い、必要な規定・体制の整備に努める。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　以下の経営管理システムを用いて、企業集団における取締役の職務の執行の効率化を図る。
1） 社内規定による職務権限、意思決定ルールの明文化
2） 取締役を構成員とする経営会議等の設置
3） 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく単年度計画の策定、部門毎

の業績目標の設定と予算の立案
4） ＩＴを利用した月度業績管理及び予算管理の実施



⑤ 次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制
イ. 子会社の取締役、使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制
　当社は「グループ会社管理規定」に基づき、グループ各社に月次報告書の提出及び重要事項
の事前報告を求める。また、経営戦略会議では、経営業績及び経営計画等の報告を受け、承認
を行う。これらにより、企業集団の迅速な意思決定と業務遂行を実現する。
　また、上記ロ、ハ、ニについては、①、③、④のとおり企業集団の規定・体制の整備に努め
る。
　金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性確保については、内部統制監査室が企業集団の内
部統制の整備及び運用状況を検討・評価し、必要に応じてその改善策を経営者並びに取締役会
に提唱する。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項
　当社は監査等委員会室を設置し、その職務を補助する専従スタッフを配属する。このスタッ
フは、会社の業務を検証できる能力と知識を持つ人材とする。

⑦ 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
　当該使用人の任命・異動・評価・懲戒については、監査等委員会と事前に協議を行い、同意
を得たうえで決定し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保する。

⑧ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関す
る事項
　当該使用人は、専ら監査等委員会の指揮命令に従い、その業務を行う。

⑨ 次に掲げる体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
　イ. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするた

めの体制
　ロ. 子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委

員会に報告するための体制
　当社は取締役会、経営会議その他の重要な会議において、監査等委員会へ法令及び定款に定
める事項並びに経営計画、経営管理、財務、人事労務その他重要な事項を報告する。
　前記に関わらず、監査等委員会は随時、必要に応じて当社及びグループ各社の取締役及び使
用人に対して報告を求めることができる。また、議事録等の情報の記録を閲覧できる。



⑩ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
　当社及びグループ各社は、前号の監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告したこ
とを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

⑪ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ず
る費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に
係る方針に関する事項
　監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、
当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債
務を処理する。

⑫ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　代表取締役をはじめとする経営陣は、監査等委員会と定期的に意見及び情報の交換を行い、
適宜必要な情報を提供し、監査等委員会との意思の疎通を図る。また、監査等委員会の職務の
執行にあたり、監査等委員会が必要と認めた場合には、弁護士・公認会計士等の外部専門家と
の連携を図ることができる環境を整備する。

⑬ 反社会的勢力排除に向けた体制
　当社は、市民社会の秩序や企業の健全なる活動を脅かす反社会的勢力とは一切の関係を遮断
するとともに、不当な要求に対しては、主管部署が警察、弁護士等の外部専門機関と連携し、
組織的に毅然とした対応をとる。



⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

① 内部統制システム全般
　当社は、取締役会において決議された内部統制の基本方針に基づき、社長直轄の独立した内
部統制監査室が、当社グループの業務監査、内部統制システムの整備・運用状況の監査を実施
しております。また、定期的なモニタリングを行い、内部統制が有効かつ継続的に機能するよ
う、必要な是正・改善を進めております。内部統制システムの構築並びにその運用・改善に関
する重要課題については、期首に策定される計画に基づき開催されるサステナビリティ委員会
にて審議した上で、その対応方針を決定しております。

② コンプライアンス
　サステナビリティ委員会の運営を通じ、当社グループ全体のコンプライアンス意識の醸成に
努めております。また、内部通報規定の制定及び運用を通じ、ヘルプライン（内部通報の窓
口）制度周知に努めております。通報事案については、社内各部署及び外部専門家等と連携し
適切な対応を行うとともに、サステナビリティ委員会において適時に報告を行うこととしてお
ります。

③ グループ会社管理体制
　当社グループにおける業務の適正かつ効率的運営を確保するため、グループ会社にも適用さ
れるグループ会社管理規定に基づき、経営戦略会議を開催することとしております。当該会議
においては、グループ会社の経営業績及び経営計画等の報告・承認、グループ経営方針の徹底
並びにグループ会社間の調整等が行われております。

④ 財務報告に係る内部統制
　財務報告の信頼性を確保するため、内部統制の基本方針及び計画に基づき、内部監査及び会
計監査人による内部統制の運用状況のテストを実施し、当社グループの財務報告に係る内部統
制に関する評価を行っております。また、社内規定や業務プロセスの整備、評価及び改善も同
時に行っており、これらの評価結果については、サステナビリティ委員会を通じて取締役及び
監査等委員会に報告され、別途、会計監査人に対しても報告されております。



会社の支配に関する基本方針
　当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は
以下のとおりであります。
Ⅰ 基本方針の内容の概要

当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付行為
に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ね
られるべきものであると考えます。

しかし、当社がお客様のニーズを満たす技術の徹底追求を行い、高機能、高品質の製品をお届けする
ことにより、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるためには、当社の企業価値の源泉である①
お客様のニーズに応える技術力、②グローバルな供給体制、③取引先との強固な信頼関係、④「Ｄ.Ｉ.
Ｄ」の世界的なブランド力、⑤地域経済・社会への貢献及び⑥各事業間の相互補完関係の確保を踏まえ
中長期的視点に立った施策を実行することが必要不可欠であると考えております。当社の財務及び事業
の方針の決定を支配する者によりこうした中長期的視点に立った施策が実行されない場合、当社グルー
プの企業価値ひいては株主共同の利益や当社グループに関わる全てのステークホルダーの利益は毀損さ
れることになる可能性があります。

当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活動に努めており
ますものの、突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当か
どうかなど買付者による大規模な買付行為の是非を株主の皆様が短期間の内に適切に判断するために
は、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。更に、当
社株式の継続保有をお考えの株主の皆様にとっても、かかる買付行為が当社グループに与える影響や、
買付者が考える当社グループの経営に参画したときの経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対す
る当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継続保有を検討するうえで重要な判断材料となると考え
ます。

以上を考慮した結果、当社としましては、大規模な買付行為を行う買付者において、株主の皆様の判
断のために、当社が設定し事前に開示する一定のルール（詳細につきましては、Ⅲをご参照下さい。以
下「大規模買付ルール」といいます。）に従って、買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社に事前
に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ当社取締役会又は株主総会が新株予約
権の無償割当て実施の可否について決議を行った後にのみ当該買付行為を開始する必要があると考えて
おります。

また、大規模な買付行為の中には、当該買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう
と認められるものもないとは言えません。当社は、かかる大規模な買付行為に対して、当社取締役会が
後述の対応方針に従って適切と考える方策をとることが、企業価値ひいては株主共同の利益を守るため
に必要であると考えております。



Ⅱ 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特
別な取組みの概要

　当社は、基本方針の実現に資する取組みとして、2024年2月に経営理念（フィロソフィー）の刷新を
行い、同年5月に長期経営ビジョン「DID MUGENDAI SMILE VISION 2035」及び中期経営計画
「Make Smile From Heart」を策定し、グローバル拡大戦略とサステナビリティ事業創造の2軸によ
り、人的資本経営をベースにして当社の企業価値の源泉の維持と更なる強化を目指しております。
　また、当社は、経営の効率性、透明性を高めるため、公正な経営を実現することを最優先し、コーポ
レート・ガバナンスが有効に機能することを基本的な方針として取り組んでおります。具体的には、
2020年６月26日開催の定時株主総会において、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、取締役の職務
執行の監査等を担う監査等委員が取締役会の構成員となり、取締役会の監督機能強化と更なる監視体制
の強化を通じて、より一層 のコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。更に、2021年６月
24日開催の定時株主総会において社内取締役を１名減員したことに加え、2024年６月25日開催の定時
株主総会において社内取締役を2名減員する一方、社外取締役を１名増員するなど、取締役会のより迅速
な意思決定と監査体制の強化・充実を図っております。現在は取締役総数9名、うち社外取締役4名（う
ち独立社外取締役4名）の構成となっております。
　加えて、法令順守の徹底を図るため、2008年４月より内部統制監査室を設置し、内部統制システムの
継続的な整備と企業の社会的責任を果たすうえでの重要な活動の統括・推進を行っております。更に、
2024年5月よりCSR委員会と統合する形で、代表取締役を委員長とするサステナビリティ委員会を設置
しております。同委員会は、監査等委員を含む全ての取締役、執行役員および子会社社長で構成され、
当社グループ全体リスクを低減しながら機会を活かす活動の推進とサステナビリティ経営に関する審議
を行っております。

Ⅲ 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され
ることを防止するための取組みの概要

　当社は、2023年５月12日開催の当社取締役会において、Ⅰで述べた会社支配に関する基本方針に照
らし、2020年５月21日付当社取締役会決議及び2020年６月26日付第127期定時株主総会決議に基づ
き導入した「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」の一部を変更したうえで継続することを決議
いたしました。（以下変更後の対応方針を「本対応方針」といいます。）
　本対応方針は、（ⅰ）特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等
の買付行為、（ⅱ）結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為
（市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意
した者による買付行為を除きます。）又は、（ⅲ）結果として特定株主グループの議決権割合が20％以
上となる当社の他の株主との合意等（以下 かかる買付行為又は合意等を「大規模買付行為」といい、か
かる買付行為又は合意等を行う者を「大規模買付者」といいます。）が行われる場合に、①大規模買付
者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、②当社取締役
会のための一定の評価期間が経過し、かつ③当社取締役会又は株主総会が新株予約権の無償割当て実施
の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する、という大規模買付ルールの遵守を大規模
買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を新株



予約権の無償割当てを利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させ
ることを目的とするものです。
　当社の株券等について大規模買付行為が行われる場合、まず、大規模買付者には、当社代表取締役宛
に大規模買付者及び大規模買付行為の概要並びに大規模買付ルールに従う旨が記載された意向表明書を
提出することを求めます。
　更に、大規模買付者には、当社取締役会が当該意向表明書受領後10営業日以内に交付する必要情報リ
ストに基づき株主の皆様の判断並びに当社取締役会及び独立委員会の意見形成のために必要な情報の提
供を求めます。
　次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し前述の必要情報
の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの
場合）又は90日間（その他の大規模買付行為の場合）を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形
成、代替案立案のための期間とし、当社取締役会は、当該期間内に、外部専門家等の助言を受けなが
ら、大規模買付者から提供された情報を十分に評価・検討し、後述の独立委員会の勧告を最大限尊重し
たうえで、当社取締役会としての意見をとりまとめて公表します。また、当社取締役会は、必要に応
じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会としての代
替案を提示することもあります。なお、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、必要な範囲内で
取締役会評価期間を最大30日間延長することができるものとします。
　当社取締役会は、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するための諮
問機関として、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役及び社外有識者の中から
選任された委員からなる独立委員会を設置し、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないため新株
予約権の無償割当てを実施すべきか否か、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を
著しく損なうと認められるため新株予約権の無償割当てを実施すべきか否か等の本対応方針にかかる重
要な判断に際しては、独立委員会に諮問することとします。独立委員会は、新株予約権の無償割当ての
実施若しくは不実施の勧告又は新株予約権の無償割当ての実施の可否につき株主総会に諮るべきである
旨の勧告等を当社取締役会に対し行います。
　当社取締役会は、前述の独立委員会の勧告を最大限尊重し、新株予約権の無償割当ての実施若しくは
不実施の決議又は株主総会招集の決議その他必要な決議を行います。新株予約権の無償割当て実施の可
否につき株主総会において株主の皆様にお諮りする場合には、株主総会招集の決議の日より最長60日間
以内に当社株主総会を開催することとします。新株予約権の無償割当てを実施する場合には、新株予約
権者は、当社取締役会が定めた１円以上の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式
を取得することができるものとし、当該新株予約権には、大規模買付者等による権利行使が認められな
いという行使条件や当社が大規模買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得すること
ができる旨の取得条項等を付すことがあるものとします。また、当社取締役会は、当社取締役会又は株
主総会が新株予約権の無償割当てを実施することを決定した後も、新株予約権の無償割当ての実施が適
切でないと判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、新株予約権の無償割当て実
施の停止又は変更を行うことがあります。当社取締役会は、前述の決議を行った場合は、適時適切に情
報開示を行います。
　本対応方針の有効期限は、2023年６月23日開催の定時株主総会においてその継続が承認されたこと
から、当該定時株主総会の日から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
終結の時までとし、以降、本対応方針の更新（一部修正したうえでの継続も含みます。）については当



社株主総会の承認を経ることとします。なお、本対応方針の有効期間中であっても、企業価値ひいては
株主共同の利益の向上の観点から、関係法令の整備や、金融商品取引所が定める上場制度の整備等を踏
まえ随時見直しを行い、本対応方針の変更を行うことがあります。なお、本対応方針の詳細について
は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.did-daido.co.jp/）に掲載する
2023年５月12日付プレスリリースをご覧ください。

Ⅳ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
　Ⅱに記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の
実現に資する特別な取組みは、Ⅱに記載したとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上さ
せるための具体的方策であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方
針に沿うものです。また、Ⅲに記載した本対応方針も、Ⅲに記載したとおり、企業価値ひいては株主共
同の利益を向上させるために継続されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするもので
はなく、当社の基本方針に沿うものです。特に、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として
独立委員会を設置し、新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の判断の際には取締役会はこれに必ず
諮問することとなっていること、必要に応じて新株予約権の無償割当ての実施につき株主総会に諮るこ
ととなっていること、本対応方針の有効期間は３年であり、その更なる継続についても株主の皆様のご
承認をいただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされて
いる点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維
持を目的とするものではありません。

剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要政策と位置付け、安定した配当の維持を基本と
し、通期の業績、経営環境並びに中長期的な財務体質の強化等を総合的に勘案して配当を行う方針と
いたしております。また、第13次中期経営計画（2024年度から2026年度まで）における株主還元
の考え方は、1株当たり年間配当金15円を下限としつつ、最終年度においては総還元性向25％以上
を目標とする等、継続的な拡大を目指してまいります。
　当期における年間配当金については、上記方針及び考え方に基づき、１株につき25円とさせてい
ただきたく存じます。



（2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
2 0 2 4 年 ４ 月 １ 日
期 首 残 高 3,536 3,270 14,068 △423 20,451

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △155 △155
連結子会社株式の取得に
よ る 持 分 の 増 減 △0 △0

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,192 1,192

自 己 株 式 の 取 得 △209 △209
自 己 株 式 の 処 分 3 10 13
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 ― 3 1,036 △199 840
2 0 2 5 年 ３ 月 3 1 日

期 末 残 高 3,536 3,273 15,105 △622 21,292

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配 株 主 持 分 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

2 0 2 4 年 ４ 月 １ 日
期 首 残 高 8,216 2,277 212 10,706 5,527 36,685

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △155
連結子会社株式の取得に
よ る 持 分 の 増 減 △0

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,192

自 己 株 式 の 取 得 △209
自 己 株 式 の 処 分 13
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △2,391 880 235 △1,275 536 △738

当 期 変 動 額 合 計 △2,391 880 235 △1,275 536 101
2 0 2 5 年 ３ 月 3 1 日
期 末 残 高 5,825 3,157 447 9,430 6,064 36,787

連結株主資本等変動計算書



連結注記表
１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
①連結子会社の数 17社

連結子会社名 株式会社大同ゼネラルサービス
新星工業株式会社
大同鏈条(常熟)有限公司
D.I.D PHILIPPINES INC.
P.T. DAIDO INDONESIA MANUFACTURING
D.I.D VIETNAM CO.,LTD.
DID MALAYSIA SDN. BHD.
DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.
D.I.D ASIA CO.,LTD.
INTERFACE SOLUTIONS CO.,LTD.
INTERFACE SYSTECH CO.,LTD.
DAIDO INDIA PVT.LTD.
DAIDO CORPORATION OF AMERICA
DAIDO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.
DAIDO INDUSTRIA DE CORRENTES DA AMAZONIA LTDA.
DID EUROPE S.R.L.
他１社

②非連結子会社名 株式会社大同テクノ
ダイド建設株式会社
翔研工業株式会社
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等
は、いずれも連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全
体としても重要性がないため、非連結子会社としております。

(2) 持分法の適用に関する事項
①持分法適用非連結子会社の数 １社　　　株式会社大同テクノ
②持分法適用関連会社の数 ２社　　　株式会社月星製作所

　　　　　IWIS-DAIDO LLC
③非連結子会社２社（ダイド建設株式会社、翔研工業株式会社）及び関連会社４社（株式会社和泉商

行、株式会社スギムラ精工、F2テクノ株式会社、ATLAS DID (PRIVATE) LTD.）については、それぞ
れ当期純損益及び利益剰余金等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽
微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。



市場価格のない株式等以
外のもの

：時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

市場価格のない株式等 ：移動平均法による原価法
２）デリバティブ ：時価法

製 品 ：主として総平均法による原価法
仕 掛 品 ：主として総平均法による原価法
原材料・貯蔵品 ：主として移動平均法による原価法

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社17社のうち、下記14社の決算日は12月31日であります。

大同鏈条(常熟)有限公司
D.I.D PHILIPPINES INC.
P.T. DAIDO INDONESIA MANUFACTURING
D.I.D VIETNAM CO.,LTD.
DID MALAYSIA SDN. BHD.
DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.
D.I.D ASIA CO.,LTD.
INTERFACE SOLUTIONS CO.,LTD.
INTERFACE SYSTECH CO.,LTD.
DAIDO CORPORATION OF AMERICA
DAIDO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.
DAIDO INDUSTRIA DE CORRENTES DA AMAZONIA LTDA.
DID EUROPE S.R.L.
他１社
連結計算書類の作成にあたっては、子会社の決算日の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた
重要な取引について、連結上必要な調整を行っております。

連結子会社17社のうち、下記３社の決算日は連結決算日と一致しております。
株式会社大同ゼネラルサービス
新星工業株式会社
DAIDO INDIA PVT.LTD.

(4) 会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法

１）有価証券
その他有価証券

３）棚卸資産

（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）



１）有形固定資産 ：当社及び国内連結子会社は定率法によっております。
（リース資産を除く） 但し、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備は除く）並び

に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法によっております。また、在外連結子会社は定額法によっ
ております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物　　　　 2 ～60年
機械装置及び運搬具　　 2 ～20年

ソ フ ト ウ エ ア ：ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間
（５年）に基づく定額法によっております。

３）リース資産 ：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について
は、リース期間を耐用年数とし、またリース料総額と取得価額相当額
との差額を利息相当額とし、各期へ利息法により配分する方法を採用
しております。

社債発行費 ：社債発行費は当該社債の償還期間にわたり定額法により償却しており
ます。

④重要な引当金の計上基準
１）貸倒引当金 ：売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収
可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。

２）賞与引当金 ：従業員に対して支給する賞与の支払に充てるため、当連結会計年度に
負担すべき支給見込額に基づき計上しております。

３）役員賞与引当金 ：役員の賞与の支払に備えるものであって、当連結会計年度に負担すべ
き支給見込額を計上しております。

４）製品保証引当金 ：製品保証費用の発生に備えるため、過去の実績を基礎に将来の発生見
込額を計上しているほか、個別に勘案した見積額を計上しておりま
す。

５）受注損失引当金 ：受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における
受注案件のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に
見積もることができるものについて、その損失見込額を計上しており
ます。

６）災害損失引当金 ：災害により被災した資産の復旧等に要する支出に備えるため、今後発
生すると見込まれる金額を計上しております。

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

２）無形固定資産
（リース資産を除く）

③重要な繰延資産の処理方法

⑤退職給付に係る会計処理の方法
１）退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。



　　　２）数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理して
おります。

３）未認識数理計算上の差異の会計処理方法
未認識数理計算上の差異は、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給
付に係る調整累計額に計上しております。

⑥重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び
当該履行義務を充⾜する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社グループは、主に二輪部品事業（二輪車用チェーン、リム、スポーク、ホイール）、自動車部品事業
（自動車エンジンチェーン、スプロケット、テンショナー）、産機事業（産業機械用チェーン、コンベ
ヤ）及びその他（福祉機器、石油製品、鋼材）の製品販売、並びに関連するサービス等の提供を行ってお
ります。
製品の販売においては、顧客との契約に基づき、製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識しており
ます。また、産機事業に関連するサービス等については、当社が顧客との契約に基づく義務を履行した時
点で収益を認識しております。
製品の一部の販売については、顧客との販売契約に基づいて商品または製品を引き渡す義務を負っており
ます。当該履行義務は、商品又は製品の引き渡しが完了する一時点において顧客が当該物品に対する支配
を獲得することから、履行義務が充⾜されると判断しております。「収益認識に関する会計基準の適用指
針」第98項における代替的な取扱いを適用し、当該物品の出荷時点で収益を認識しております。
また、顧客から部品等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償支給取引において、部品等
の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識しております。
値引き・リベート等の変動対価の額については、当該変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消され
る際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引
価格に含めております。
産機事業の一部の製品販売については、顧客仕様に応じた製品及びサービスを納品する義務を負ってお
り、これらの製品の履行義務は製造の進捗に伴って充⾜されるものであり、財またはサービスに対する支
配が一定の期間にわたり移転することから、一定の期間にわたり履行義務が充⾜されると判断しておりま
す。これらは、少額かつ短期な工事を除き、進捗度を信頼性をもって見積もることができる場合にのみ、
進捗度に応じて収益を認識しております。進捗度は、原価の発生が進捗度を適切に表すと判断しているた
め、直接見積原価に対する累積実際発生原価の割合で算出しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第95項における代替的な取扱いを適用し、契約におけ
る取引開始日から完全に履行義務を充⾜すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、一定の期
間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充⾜した時点で収益を認識しております。
また、主要な事業における取引の対価は履行義務を充⾜してから概ね６ヵ月以内に受領しており、重大な
金融要素は含んでおりません。



⑦重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定
及び非支配株主持分に含めて計上しております。

２. 会計方針の変更に関する注記
(1)「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準
第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(２)ただ
し書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更による連結計算書類に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算
書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首
から適用しております。
なお、当該会計方針の変更による連結計算書類に与える影響はありません。



報告セグメント
日本 アジア 北米 南米 欧州 合計

事業別
二輪部品事業 7,914 13,451 1,174 3,486 4,530 30,558
自動車部品事業 3,233 2,331 3 － － 5,568
産機事業 7,217 2,226 1,960 1,660 220 13,286
その他 7,903 135 0 59 1 8,101

合計 26,269 18,146 3,140 5,207 4,753 57,515
収益認識の時期
一時点で移転される財 25,825 16,402 3,140 5,207 4,753 55,328
一定期間で移転される財 443 1,743 － － － 2,187

合計 26,269 18,146 3,140 5,207 4,753 57,515

有形固定資産 817百万円
減損損失 289百万円

3. 収益認識に関する注記
(1)　収益の分解

当グループの売上高は、顧客との契約から認識された収益であり、事業の種類別及び収益認識の時期別の
収益に分解した場合の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

（注）各事業に含まれる主要な製品及びサービスは以下のとおりであります。
二輪部品事業・・・二輪車用チェーン、リム、スポーク、ホイール
自動車部品事業・・・自動車エンジンチェーン、スプロケット、テンショナー
産機事業・・・産業機械用チェーン、コンベヤ
その他・・・福祉機器、石油製品、鋼材

(2)　収益を理解するための基礎となる情報
「会計方針に関する事項」の「重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3)　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
契約資産は企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利であり、契約
負債は主に工事契約などにおける顧客からの前受金であります。
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用
し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取
引価格に含まれていない重要な金額はありません。

4. 会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当
連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連結計算
書類に重要な影響を及ぼす可能性がある項目は以下の通りです。
(1)　当社のアルミリム事業に係る固定資産の減損損失の認識及び測定

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額



有形固定資産 1,845百万円

　アルミリム事業では、コロナ禍でのバイク需要が一巡し、二輪完成車メーカーにおける生産調整があ
り、特に海外向け高付加価値チューブレスリムの販売が計画を下回ったこと、及び原材料やエネルギー
コストの高騰等により、継続的に営業損益がマイナスとなりました。この結果、減損の兆候が認められ
ることから、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定を行っております。
　検討の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が有形固定資産の帳簿価額を下回ったため、当該
資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額289百万円を減損損失として計上して
おります。

②会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　当社では、固定資産は規則的に減価償却されますが、固定資産が減損している可能性を示す兆候があ
る場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較するこ
とによって、減損損失の認識の要否を判定する必要があります。判定の結果、減損損失の認識が必要と
された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は、減損損失として認識されま
す。回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値のいずれか高い方により測定しております。
　当該判定及び減損損失の測定に用いられる将来キャッシュ・フローの見積りは、アルミリム事業の事
業計画を基礎としており、今後の市場動向を加味したうえで、当社として注力している高付加価値チュ
ーブレスリムの販売拡大による売上高の増加を前提としております。また、正味売却価額は外部の専門
家が算定した鑑定評価額を基礎としております。
　将来の不確実な経済状況や経営環境の変化により、事業計画の見直しが必要となった場合や、将来の
不動産市況等の動向によって正味売却価額が減少した場合には、翌連結会計年度の連結計算書類に重要
な影響を及ぼす可能性があります。

(2)　当社の産機事業の固定資産の減損損失の認識の要否
①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　産機事業では、設備老朽化に伴い、計画していた生産量を達成できなかったことから売上高が減少し
たこと、及び原材料やエネルギーコストの高騰等により、継続的に営業損益がマイナスとなりました。
この結果、減損の兆候が認められることから、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定を
行っております。
　検討の結果、割引前将来キャッシュ・フローが固定資産の帳簿価額を超えると判断されたため、減損
損失は計上しておりません。

②会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　当社では、固定資産は規則的に減価償却されますが、固定資産が減損している可能性を示す兆候があ
る場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較するこ
とによって、減損損失の認識の要否を判定する必要があります。判定の結果、減損損失の認識が必要と
された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は、減損損失として認識されま
す。回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値のいずれか高い方により測定しております。
　当該判定に用いられる将来キャッシュ・フローの見積りは、産機事業の中期事業計画を基礎としてお
りますが、当該事業計画はグローバル展開による販売拡大やコンベヤチェーンのメンテナンス需要の取
り込みによる売上高の増加、及び生産性向上を目的とした設備投資による原価改善を前提としておりま
す。減損損失の認識要否の判定にあたっては、当該事業計画に一定の不確実性を織り込んだ計画を用い
ており、これらの判断が重要な影響を及ぼす可能性があります。



建 物 及 び 構 築 物 133 百万円
機械装置及び運搬具 0 百万円
土 地 448 百万円
投 資 有 価 証 券 6,836 百万円

計 7,419 百万円

短 期 借 入 金 2,194 百万円
長 期 借 入 金 10,172 百万円

計 12,367 百万円
(2) 有形固定資産の減価償却累計額 59,053 百万円
(3) 受取手形裏書譲渡高 38 百万円

　　普通株式 10,924,201株

　　普通株式 785,649株

2024年６月25日開催の第131期定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 155百万円
・１株当たり配当額 15円
・基準日 2024年３月31日
・効力発生日 2024年６月26日

2025年６月24日開催の第132期定時株主総会において次のとおり付議いたします。
・配当金の総額 253百万円
・１株当たり配当額 25円
・基準日 2025年３月31日
・効力発生日 2025年６月25日
・配当金の原資 利益剰余金

5. 連結貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

　②担保に係る債務

6. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度末日における発行済株式の種類及び株式数

(2) 当連結会計年度末日における自己株式の種類及び株式数

(3) 剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額等

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち､配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

7. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
　①金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業計画･投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達してお
ります。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達
しております。デリバティブは、後述するリスクを軽減するために利用し、投機的な取引は行っておりま
せん。



　②金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行う
にあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、その取引金額の範囲内
で先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま
す。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建て
のものについては、為替リスクに晒されております。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的と
したものであり、償還日は最長で決算日後８年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒され
ております。
デリバティブ取引は、営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取
引であります。

　③金融商品に係るリスク管理体制
１）信用リスク（取引先の契約不履行等に関するリスク）の管理

当社は、営業管理規定及び経理規定に従い、営業債権について各担当部署にて取引先の状況を定期的に
モニタリングし、取引先毎に期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の
早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても当社に準じた同様の管理を行っております。
デリバティブ取引については信用度の高い金融機関を取引先とし、相手方の債務不履行による信用リス
クの軽減に努めております。

２）市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、外貨建ての営業債権債務の為替リスクに対して先物為替予約を利用してヘッジしております。
なお、先物為替予約は実需に裏付けられた範囲で取引を行っております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体企業の財務状況等を把握し、取引先企業等との関係を
勘案して保有状況を継続的に見直しております。
当社は、デリバティブ取引の実行･管理については財務経理部が行い、その運用状況は財務経理部長が
取締役会に報告しております。連結子会社は四半期毎に当社の取締役会にデリバティブ取引を含んだ財
務報告を行っております。

３）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告等に基づき事業管理部が適時に資金繰計画を作成･更新するとともに、手元
流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

　④金融商品の時価等に関する事項についての補⾜説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
り、当該価額が変動することもあります。



連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

(1) 投資有価証券
その他有価証券 11,220 11,220 －

資産計 11,220 11,220 －
(1) 社債 5,700 5,384 △315
(2) 長期借入金 12,182 11,699 △482
(3) リース債務（固定負債） 1,102 1,035 △66
(4) 長期未払金 177 169 △7
負債計 19,162 18,288 △873
デリバティブ取引※
①ヘッジ会計が適用されていないもの (1) (1) －
②ヘッジ会計が適用されているもの － － －
デリバティブ取引計 (1) (1) －

連結貸借対照表計上額（百万円）
非上場株式 189
非連結子会社及び関連会社株式 5,305

(2) 金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注）参照））。
また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、契約資産、支払手形及び買掛金、短期借入
金、リース債務（流動負債）、未払法人税等、契約負債は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
ることから、注記を省略しております。

※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示して
おります。

（注）市場価格のない株式等

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。

　　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価

　　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。



時価
区分 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券

株式 11,211 － － 11,211
地方債 － 9 － 9

デリバティブ取引（※１） － (1) － (1)
資産計 11,211 8 － 11,219

時価
区分 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 － 5,384 － 5,384
長期借入金 － 11,699 － 11,699
リース債務（固定負債） － 1,035 － 1,035
長期未払金 － 169 － 169
負債計 － 18,288 － 18,288

(1) １株当たり純資産額 3,030円34銭
(2) １株当たり当期純利益 116円65銭

　①時価をもって連結貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

※1 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示して
おります。

　②時価をもって連結貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
　投資有価証券
　　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価はレベル１の時価に分類して

おります。債券は、基準価額によるもの又は当該債券から発生する将来キャッシュ・フローを割り引いた現在価値により算定するもの
については、レベル２の時価に分類しております。

　デリバティブ取引
　　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類してお

ります。
　社債
　　当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算

定しており、レベル２の時価に分類しております。
　長期借入金及びリース債務
　　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定してお

り、レベル２の時価に分類しております。
　長期未払金
　　時価は、将来キャッシュ・フローを残存期間を加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類してお

ります。

8. １株当たり情報に関する注記



名称 株式会社椿本チエイン

事業の内容 ドライブチェーン及びコンベヤチェーン、減速機、直線作動機、エンジン用タイミング
チェーンシステム、搬送・仕分け・保管システム等の製造販売

9. 重要な後発事象に関する注記
(経営統合契約及び株式交換契約の締結)
　当社は、2025年５月14日付の取締役会決議により、当社及び株式会社椿本チエイン（以下「椿本チエイ
ン」といい、当社と椿本チエインを総称して、以下「両社」といいます。）との間で経営統合を実施するこ
と及び当社を株式交換完全子会社、椿本チエインを株式交換完全親会社とする株式交換（以下「本株式交
換」といいます。）を実施することを決定し、同日、両社間で経営統合契約及び株式交換契約を締結いたし
ました。
　本株式交換は、本株主総会の決議による本株式交換の承認を得た上で、日本及びタイにおいて適用がある
競争法に基づく関係当局の承認等を条件として、2026年１月１日を効力発生日として行われる予定です。
　これらの結果、椿本チエインは当社の完全親会社となり、完全子会社となる当社は、2025年12月29日に
株式会社東京証券取引所スタンダード市場において、上場廃止(最終売買日は2025年12月26日)となる予定
です。
(1)本株式交換による経営統合の目的

　当社及び椿本チエインの属する国内チェーン業界においては、外国資本の流入増加など、市場環境の変
化を受け業界再編が進んでおります。また、中国及び韓国のチェーンメーカーが国内主要展示会でのプロ
モーションを中心に日本市場への参入を積極化しており、両社の顧客においても中国及び韓国のチェーン
メーカーを調達先として検討するケースが散見されるようになっております。また、米国、欧州において
もチェーンメーカーの再編、統合が活発に進んでおり、両社は、グローバルでの競争がさらに厳しくなる
と考えております。加えて、両社は、温室効果ガス削減に代表される市場の脱炭素社会実現に向けた要求
に対応することが求められており、大きな事業環境の変化も生じております。
　このような状況の中、当社は、本株式交換により、当社グループ（当社、当社の子会社20社及び関連会
社６社で構成される企業グループをいいます（2025年３月31日現在）。）及びつばきグループ（椿本チ
エイン、椿本チエインの子会社78社及び関連会社８社で構成される企業グループをいいます（2025年３
月31日現在）。）の有する人材、資産、技術、ノウハウ等の経営資源を相互に活用し、両社グループ全体
での最適な財務戦略を実現することにより、新たな事業機会の創出を可能とし、ひいては両社グループの
中長期的な視点に立った経営戦略を機動的に実現することが可能となるため、本株式交換は当社の企業価
値向上に資するとの認識に至りました。

(2)本株式交換の概要
①式交換完全親会社の名称及び事業の内容



定時株主総会基準日（当社） 2025年３月31日（月）
本経営統合契約及び本株式交換契約締結の取締役会決議日
（両社） 2025年５月14日（水）

本経営統合契約及び本株式交換契約締結日（両社） 2025年５月14日（水）
本株式交換契約承認定時株主総会決議日（当社） 2025年６月24日（火）（予定）
最終売買日（当社） 2025年12月26日（金）（予定）
上場廃止日（当社） 2025年12月29日（月）（予定）
本株式交換の実施予定日（効力発生日） 2026年１月１日（木）（予定）

椿本チエイン
（株式交換完全親会社）

当社
（株式交換完全子会社）

本株式交換に係る割当比率 １ 0.65
本株式交換により交付する株式数 椿本チエインの普通株式：6,558,107株（予定）

②本株式交換の日程

　椿本チエインにおいては、会社法第796条第２項の規定に基づき、株主総会の決議による承認を必要
としない簡易株式交換の手続により本株式交換を行う予定です。
　上記日程は、本株式交換に係る手続進行上の必要性その他の事由（本株式交換の実行のために法令上
必要となる日本及びタイにおいて適用がある競争法に基づく関係当局の承認等の取得状況を含む。）に
よって必要となる場合には、両社の合意により変更されることがあります。上記日程に変更が生じた場
合には、速やかに公表いたします。

③本株式交換の方式
　本株式交換は、椿本チエインを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換で
す。本株式交換は、椿本チエインにおいては、会社法第796条第２項の規定に基づき、株主総会の決議
による承認を必要としない簡易株式交換の手続により、また、当社においては2025年６月24日に開催
予定の定時株主総会の決議による本株式交換契約の承認を受けた上で、2026年１月１日を効力発生日
として行う予定です。

(3)株式の交換比率及び算定方法並びに交付する株式数
①株式の種類及び交換比率並びに交付株式数

（注１）株式の割当比率
　当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）１株に対して、椿本チエインの普通株式
（以下「椿本チエイン株式」といいます。）0.65株を割当交付いたします。ただし、基準時
（以下に定義します。）において椿本チエインが保有する当社株式については、本株式交換に
よる株式の割当ては行いません。なお、上記の本株式交換に係る割当比率（以下「本株式交換
比率」といいます。）は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社協議し合
意の上、変更することがあります。



（注２）本株式交換により交付する椿本チエイン株式の数
　椿本チエインは、本株式交換に際して、本株式交換により椿本チエインが当社の発行済株式
（ただし、椿本チエインが保有する当社株式を除きます。）の全てを取得する時点の直前時
（以下「基準時」といいます。）における当社の株主の皆様（ただし、以下の自己株式が消却
された後の株主をいい、椿本チエインを除きます。）に対し、その保有する当社株式に代え
て、その保有する当社株式の数の合計に0.65を乗じて得た株数の椿本チエイン株式を交付いた
します。
　また、椿本チエインが交付する株式の全ては、椿本チエインが2025年５月14日時点で保有
する自己株式及び椿本チエインが2025年５月14日以降に新たに取得する自己株式の一部を充
当する予定です。椿本チエインによる2025年５月14日以降の新たな自己株式の取得に関して
は、2025年５月14日開示の「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第
165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）」をご参照ください。
　なお、当社は、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する当社の取締役会決議により、
基準時の直前の時点において保有している自己株式（本株式交換に関してなされる、会社法第
785条第１項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって当社が取得する自
己株式を含みます。）の全てを、基準時の直前の時点をもって消却する予定です。

②本株式交換に係る割当ての内容の根拠及び理由
　当社及び椿本チエインは、両社がそれぞれのファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関か
ら提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考に、それぞれが相手方に対して実施したデュー・ディリ
ジェンスの結果等を踏まえて慎重に検討し、両社の財務状況・資産状況・将来の見通し等の要因を総合
的に勘案した上で、交渉・協議を重ねてまいりました。その結果、当社及び椿本チエインは、本株式交
換比率は妥当であり、それぞれの株主の皆様の利益に資するとの判断に至ったため、本株式交換比率に
より本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。



場所 用途 種類 減損損失
（百万円）

石川県加賀市 アルミリム生産設備 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、
リース資産、その他 289

石川県加賀市 塑性加工生産設備 機械装置及び運搬具、その他 15

10. その他の注記
(1) 減損損失に関する注記
　当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

　当社は、主として管理会計上の区分別（製品別部門別）をもとに、概ね独立したキャッシュ・フローを生み
出す最小単位ごとに資産のグルーピングを行っております。

　当社の事業用資産については、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであり、短期的な業績の回復が
見込めないことから、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（305百万
円）として特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物及び構築物140百万円、機械装置及び運搬具
110百万円、リース資産47百万円、その他６百万円であります。

　なお、本資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額については専門家
による鑑定評価に基づいております。



（2025年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 輌 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産
社 債 発 行 費　

16,354
1,307
2,297
5,276

4
1,888
1,953
1,388
2,237
△0

29,172
11,631
3,891
407
3,729
22

2,168
315
832
262
129
120
9

17,411
11,196
3,600
1,334
1,906
132

△758
38
38　

流 動 負 債 9,110
買 掛 金 3,850
短 期 借 入 金 1,539
長期借入金(返済１年以内) 955
リ ー ス 債 務 122
未 払 法 人 税 等 60
契 約 負 債 47
賞 与 引 当 金 382
製 品 保 証 引 当 金 133
受 注 損 失 引 当 金 37
災 害 損 失 引 当 金 140
そ の 他 1,840

固 定 負 債 21,982
社 債 5,700
長 期 借 入 金 11,622
リ ー ス 債 務 1,007
繰 延 税 金 負 債 1,220
退 職 給 付 引 当 金 2,312
長 期 未 払 金 118

負 債 合 計 31,092
純 資 産 の 部

株 主 資 本 8,837
資 本 金 3,536
資 本 剰 余 金 2,864
資 本 準 備 金 2,861
そ の 他 資 本 剰 余 金 3

利 益 剰 余 金 3,052
利 益 準 備 金 556
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,496
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 184
別 途 積 立 金 1,172
繰 越 利 益 剰 余 金 1,139

自 己 株 式 △616
評 価 ・ 換 算 差 額 等 5,635
その他有価証券評価差額金 5,635
純 資 産 合 計 14,472

資 産 合 計 45,565 負 債 及 び 純 資 産 合 計 45,565

貸　借　対　照　表



（2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 27,773
売 上 原 価 23,782
売 上 総 利 益 3,990

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,414
営 業 損 失 423

営 業 外 収 益
受 取 利 息 53
受 取 配 当 金 1,099
為 替 差 益 1
関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 10
そ の 他 69 1,234

営 業 外 費 用
支 払 利 息 87
社 債 利 息 43
社 債 発 行 費 償 却 8
関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 30
そ の 他 93 263
経 常 利 益 547

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益
災 害 損 失 引 当 金 戻 入 額

637
65 702

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 33
減 損 損 失 305
災 害 に よ る 損 失 17 356
税 引 前 当 期 純 利 益 893
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 149
法 人 税 等 調 整 額 △58 90

当 期 純 利 益 802

損　益　計　算　書



（2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本
剰余金

資 本 剰 余 金
合 計 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金
合 計固 定 資 産

圧 縮 積 立 金
別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

2 0 2 4  年  ４  月  １  日
期 首 残 高 3,536 2,861 － 2,861 556 184 1,872 △207 2,406

事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － △155 △155
当 期 純 利 益 － 802 802
固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 － △0 0 －

別 途 積 立 金 の 取 崩 － △700 700 －
自 己 株 式 の 取 得 － －
自 己 株 式 の 処 分 3 3 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額) － －

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － 3 3 － △0 △700 1,346 646
2025 年 ３ 月 31 日
期 末 残 高 3,536 2,861 3 2,864 556 184 1,172 1,139 3,052

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金 評価・換算差額等合計

2 0 2 4  年  ４  月  １  日
期 首 残 高 △417 8,387 8,043 8,043 16,430

事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △155 △155
当 期 純 利 益 802 802
固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 － －

別 途 積 立 金 の 取 崩 － －
自 己 株 式 の 取 得 △209 △209 △209
自 己 株 式 の 処 分 10 13 13
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額) － △2,407 △2,407 △2,407

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △199 450 △2,407 △2,407 △1,957
2025  年 ３ 月 31  日
期 末 残 高 △616 8,837 5,635 5,635 14,472

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）



市場価格のない株式等以外
のもの

：時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

市場価格のない株式等 ：移動平均法による原価法

製 品 ：総平均法による原価法
（但し、コンベヤは個別法による原価法）

仕 掛 品 ：総平均法による原価法
（但し、コンベヤは個別法による原価法）

原材料・貯蔵品 ：移動平均法による原価法

有形固定資産
（リース資産を除く）

：定率法によっております。
但し、1998年４月１日以降取得した建物（附属設備は除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法によっております。なお、主な耐用年数は次のとおりであ
ります。
建物　　　　　　 3 ～47年
機械及び装置　　 2 ～ 9 年

無形固定資産
ソ フ ト ウ エ ア ：ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。
リース資産 ：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について

は、リース期間を耐用年数とし、またリース料総額と取得価額相当額
との差額を利息相当額とし、各期へ利息法により配分する方法を採用
しております。

(4) 重要な繰延資産の処理方法
社 債 発 行 費 ：社債発行費は当該社債の償還期間にわたり定額法により償却しており

ます。
(5) 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 ：売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収
可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金 ：従業員の賞与の支払に備えるものであって、当事業年度に負担すべき
支給見込額を計上しております。

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 ：移動平均法による原価法
その他有価証券

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）
(3) 固定資産の減価償却の方法



製 品 保 証 引 当 金 ：製品保証費用の発生に備えるため、過去の実績を基礎に将来の発生見
込額を計上しているほか、個別に勘案した見積額を計上しておりま
す。

受 注 損 失 引 当 金 ：受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注
案件のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積
もることができるものについて、その損失見込額を計上しておりま
す。

退 職 給 付 引 当 金 ：従業員の退職給付に備えるものであって、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生
していると認められる額を計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額
を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

災 害 損 失 引 当 金 ：災害により被災した資産の復旧等に要する支出に備えるため、今後発
生すると見込まれる金額を計上しております。

①ヘッジ会計の方法 為替予約が付されている外貨建金銭債権については､振当処理を行って
おります。

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 … 為替予約
ヘッジ対象 … 外貨建金銭債権

③ヘッジ方針 外貨建取引に対するリスクヘッジ手段としてのデリバティブ取引とし
て、為替予約取引を行うものとしております。

④ヘッジの有効性評価の方法 為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建による同一金
額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替
相場の変動による相関関係は完全に確保されているので決算日におけ
る有効性の評価を省略しております。

(6) ヘッジ会計の方法

(7) 重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充⾜する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は、主に二輪部品事業（二輪車用チェーン、リム、スポーク、ホイール）、自動車部品事業（自動
車エンジンチェーン、スプロケット、テンショナー）、産機事業（産業機械用チェーン、コンベヤ）及
びその他（福祉機器）の製品販売、並びに関連するサービス等の提供を行っております。
製品の販売においては、顧客との契約に基づき、製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識してお
ります。また、産機事業に関連するサービス等については、当社が顧客との契約に基づく義務を履行し
た時点で収益を認識しております。
製品の一部の販売については、顧客との販売契約に基づいて商品または製品を引き渡す義務を負ってお
ります。当該履行義務は、商品又は製品の引き渡しが完了する一時点において顧客が当該物品に対する
支配を獲得することから、履行義務が充⾜されると判断しております。



また、顧客から部品等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償支給取引において、部品
等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識しております。
従って、国内販売は「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項における代替的な取扱いを適用
し、当該物品の出荷時点で収益を認識しております。
産機事業の一部の製品販売については、顧客仕様に応じた製品及びサービスを納品する義務を負ってお
り、これらの製品の履行義務は製造の進捗に伴って充⾜されるものであり、財またはサービスに対する
支配が一定の期間にわたり移転することから、一定の期間にわたり履行義務が充⾜されると判断してお
ります。これらは、期間が短くかつ少額なものを除き、進捗度を信頼性をもって見積もることができる
場合にのみ、進捗度に応じて収益を認識しております。進捗度は、原価の発生が進捗度を適切に表すと
判断しているため、直接見積原価に対する累積実際発生原価の割合で算出しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第95項における代替的な取扱いを適用し、契約におけ
る取引開始日から完全に履行義務を充⾜すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、一定の
期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充⾜した時点で収益を認識しております。

(8) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理方法は、連結計算書類におけるこれらの
会計処理の方法と異なっております。

2. 会計方針の変更に関する注記
(1) 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更による計算書類に与える影響はありません。

3. 会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。
当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算書類に重要な影
響を及ぼす可能性がある項目は、連結注記表「４．会計上の見積りに関する注記　(1)当社のアルミリム事業
に係る固定資産の減損損失の認識及び測定　(2)当社の産機事業の固定資産の減損損失の認識の要否」に記載
した内容と同一であります。



建 物 133 百万円
機 械 及 び 装 置 0 百万円
土 地 448 百万円
投 資 有 価 証 券 6,836 百万円

計 7,419 百万円

短 期 借 入 金 1,239 百万円
長期借入金（返済１年以内） 955 百万円
長 期 借 入 金 10,172 百万円

計 12,367 百万円
(2) 有形固定資産の減価償却累計額 30,971 百万円

D.I.D PHILIPPINES INC. 36 百万円
P.T. DAIDO INDONESIA MANUFACTURING 880 百万円
DAIDO INDIA PVT.LTD. 210 百万円
DAIDO CORPORATION OF AMERICA 538 百万円
DAIDO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. 155 百万円
DAIDO INDUSTRIA DE CORRENTES DA AMAZONIA LTDA. 315 百万円
DID EUROPE S.R.L. 148 百万円

①短期金銭債権 4,676 百万円
②短期金銭債務 1,326 百万円

(5) 受取手形裏書譲渡高 38 百万円

売 上 高 10,472 百万円
仕 入 高 5,287 百万円
営業取引以外の取引高 1,111 百万円

普 通 株 式 775,205株

4. 貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

②担保に係る債務

(3) 保証債務
下記関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

上記の保証債務は、決算日の為替相場により円換算しております。
(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

5. 損益計算書に関する注記
(1) 関係会社との取引高

(2) 関係会社貸倒引当金繰入額
関係会社貸倒引当金繰入額は、連結子会社（D.I.D PHILIPPINES INC.）の財政状態等を勘案し、計上した
ものであります。

6. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数



賞与引当金 116 百万円
退職給付引当金 724 百万円
減損損失 528 百万円
棚卸資産評価損 202 百万円
貸倒引当金 344 百万円
災害損失引当金 44 百万円
関係会社株式評価損 1,219 百万円
関係会社出資金評価損 536 百万円
税務上の繰越欠損金 18 百万円
その他 190 百万円

繰延税金資産小計 3,926 百万円
　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,484 百万円
繰延税金資産合計 1,441 百万円

　固定資産圧縮積立金 △83 百万円
　その他有価証券評価差額金 △2,579 百万円
繰延税金負債合計 △2,662 百万円
繰延税金負債の純額 △1,220 百万円

7. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　繰延税金資産

　繰延税金負債

8. 関連当事者との取引に関する注記
(1) 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。
(2) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。



種 類 会 社 等 の 名 称
議 決 権 等 の
所 有 ( 被 所 有 )

割合(％)
関連当事者との

関係 取 引 の 内 容
取引金額
(百万円) 科 目

期末残高
(百万円)

子 会 社 D.I.D PHILIPPINES 
INC.

所有 直接
100.00 資金の貸付

資金の貸付
回収（△）

(注１)

571
(△472) 関係会社長期貸付金 571

子 会 社
P.T.DAIDO 
INDONESIA 
MANUFACTURING

所有 直接
100.00

債務の保証
役員の兼任

債務の保証
(注２)

880 － －

子 会 社 DAIDO INDIA 
PVT.LTD.

所有
直接 98.91
間接  1.09

資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付
回収（△）

(注１)

210
(△30)

関係会社短期貸付金
（その他流動資産）
関係会社長期貸付金

307

995

子 会 社
DAIDO 
CORPORATION OF 
AMERICA

所有 直接
100.00

当社より製品、設
備等を販売
債務の保証
役員の兼任

チェーン部品及び
設備等の販売

(注３)
1,407 売掛金 588

債務の保証
(注２)

538 － －

子 会 社
DAIDO 
INDUSTRIAL E 
COMERCIAL LTDA.

所有 直接
100.00 資金の貸付

資金の貸付
回収（△）

(注１)

650
(△650)

関係会社短期貸付金
（その他流動資産） 650

子 会 社 DID EUROPE S.R.L. 所有 直接
100.00

当社より製品を販
売

チェーン等の販売
(注３)

3,541 売掛金 746

持 分 法
適 用 関
連 会 社

株式会社月星製作所 所有 直接
29.00

当社へスポーク・
ボルトを納入
役員の兼任

スポーク・ボルト
の購入等
(注３)

1,582 買掛金 536

(3) 子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) １. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保等の提供は受けておりません。

２. 債務保証は、子会社の金融機関からの借入に対し当社が保証を行っているものであります。なお、担保等の提供は受けておりません｡
３. 価格その他の取引条件は、市場実勢を参考に価格交渉の上で決定しております。

(4) 兄弟会社等
該当事項はありません。



(1) １株当たり純資産額 1,426円03銭
(2) １株当たり当期純利益 78円40銭

場所 用途 種類 減損損失（百万円）

石川県加賀市 アルミリム生産設備 建物、構築物、機械及び装置、車輌運
搬具、リース資産、その他 289

石川県加賀市 塑性加工生産設備 機械装置、その他 15

9. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「重要な会計方針に係る事項」の
「重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記
(経営統合契約及び株式交換契約の締結)
　当社は、2025年５月14日付の取締役会決議により、当社及び株式会社椿本チエイン（以下「椿本チエイ
ン」といい、当社と椿本チエインを総称して、以下「両社」といいます。）との間で経営統合を実施するこ
と及び当社を株式交換完全子会社、椿本チエインを株式交換完全親会社とする株式交換を実施することを決
定し、同日、両社間で経営統合契約及び株式交換契約を締結いたしました。
　なお、詳細につきましては、連結注記表９．重要な後発事象に関する注記に記載しております。

12. その他の注記
(1) 減損損失に関する注記

当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

当社は、主として管理会計上の区分別（製品別部門別）をもとに、概ね独立したキャッシュ・フローを生
み出す最小単位ごとに資産のグルーピングを行っております。
当社の事業用資産については、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであり、短期的な業績の回復
が見込めないことから、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（305百
万円）として特別損失に計上いたしました。
その内訳は、建物130百万円、構築物９百万円、機械及び装置108百万円、車輌運搬具２百万円、リース
資産47百万円、その他６百万円であります。
なお、本資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額については専門
家による鑑定評価に基づいております。



独立監査人の監査報告書
2025年５月19日

大同工業株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
北 陸 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 花 　 岡 　 克 　 典
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 牧 　 野 　 敏 　 幸

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、大同工業株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日ま
での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大
同工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
　連結注記表の重要な後発事象に関する注記（経営統合契約及び株式交換契約の締結）に記載されているとおり、会社
は、2025年5月14日付の取締役会決議により、会社と株式会社椿本チエインとの間で経営統合を実施すること及び会社
を株式交換完全子会社、株式会社椿本チエインを株式交換完全親会社とする株式交換を実施することを決定し、同日付
で経営統合契約及び株式交換契約を締結している。株式交換は2025年6月24日開催の定時株主総会の決議による承認を
得た上で、日本及びタイにおいて適用がある競争法に基づく関係当局の承認等を条件として、2026年1月1日を効力発
生日として行われる予定である。
　また、会社株式は所定の手続きを経て、2025年12月29日をもって上場廃止となる予定である。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

連結計算書類に係る会計監査報告



　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
　立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
　監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
　価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
　関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
　き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
　論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
　項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
　に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
　に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
　どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる
　取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
　手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲
　に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上



独立監査人の監査報告書
2025年５月19日

大同工業株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
北 陸 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 花 　 岡 　 克 　 典
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 牧 　 野 　 敏 　 幸

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、大同工業株式会社の2024年４月１日から2025年３月
31日までの第132期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
　個別注記表の重要な後発事象に関する注記（経営統合契約及び株式交換契約の締結）に記載されているとおり、会社
は、2025年5月14日付の取締役会決議により、会社と株式会社椿本チエインとの間で経営統合を実施すること及び会社
を株式交換完全子会社、株式会社椿本チエインを株式交換完全親会社とする株式交換を実施することを決定し、同日付
で経営統合契約及び株式交換契約を締結している。株式交換は2025年6月24日開催の定時株主総会の決議による承認を
得た上で、日本及びタイにおいて適用がある競争法に基づく関係当局の承認等を条件として、2026年1月1日を効力発
生日として行われる予定である。
　また、会社株式は所定の手続きを経て、2025年12月29日をもって上場廃止となる予定である。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記　
載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。

計算書類に係る会計監査報告



　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上



監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第132期事業年度における取
締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決
議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①監査等委員会が定めた監査等委員会規則及び監査等委員会監査等基準に準拠し、当期の監査
方針、監査計画、職務分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席
し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を
調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組
みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加
えました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計
審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

監査等委員会の監査報告



　　　2025年５月19日
大 同 工 業 株 式 会 社 　 監 査 等 委 員 会

監 査 等 委 員 梶 谷 清 浩 ㊞
監 査 等 委 員 坂 下 清 司 ㊞
監 査 等 委 員 武 市 祥 司 ㊞
監 査 等 委 員 山 本 美 帆 ㊞
監 査 等 委 員 秋 元 　 　 潤 ㊞

　

２．監査の結果
⑴事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関す
る基本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条
第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損な
うものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めま
す。

⑵計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（注）監査等委員 坂下清司、武市祥司、山本美帆、秋元潤は、会社法第２条第15号及び第331
条第６項に規定する社外取締役であります。



別紙４ 大同工業の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

１. 本経営統合契約及び本株式交換契約の締結 

大同工業は、2025 年５月 14 日付の取締役会決議により、大同工業及び当社との間

で経営統合を実施すること及び当社を株式交換完全親会社、大同工業を株式交換完全

子会社とする株式交換を実施することを決定し、同日、両社間で本経営統合契約及び

本株式交換契約を締結しました。本株式交換契約の内容は、別紙１のとおりです。な

お、本株式交換契約は、2025 年６月 24 日開催の定時株主総会において承認されまし

た。 

 

２. 特別損失の計上 

大同工業は、2026 年３月期第１四半期において、本株式交換実施に向けた関連手続

に際し発生したファイナンシャル・アドバイザー及びリーガル・アドバイザーなどに

支払う報酬等 404 百万円を、特別損失として計上しました。 

 

３. 農業機械用ホイール事業の譲受 

大同工業は、2025 年９月 26 日、リンテックス株式会社の農業機械用ホイール事業

を譲り受けることを決定しました。 

 

４. 自己株式の消却 

大同工業は、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する当社の取締役会決議によ

り、基準時の直前の時点において保有している自己株式（本株式交換に関してなされ

る、会社法第 785 条第１項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りに

よって大同工業が取得する自己株式を含みます。）の全てを、基準時の直前の時点を

もって消却する予定です。 

 



別紙５ 当社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その

他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

１. 本経営統合契約及び本株式交換契約の締結 

当社は、2025 年５月 14 日付の取締役会決議により、大同工業及び当社との間で経

営統合を実施すること及び当社を株式交換完全親会社、大同工業を株式交換完全子会

社とする株式交換を実施することを決定し、同日、両社間で本経営統合契約及び本株

式交換契約を締結しました。本株式交換契約の内容は、別紙１のとおりです。 

 

２. 自己株式の取得 

当社は、2025 年５月 14 日付の取締役会決議により、自己株式取得に係る事項とし

て、同年６月２日から同年 12 月 30 日までの期間において、当社株式 6,500,000 株

（上限）を取得価額 100 億円（上限）で取得することを決定しました。当該決議に基

づき、当社は、2025 年 11 月 20 日までに、当社の普通株式合計 5,135,100 株の取得

（取得価額合計 9,999,895,393 円）を実施しました。 

 

３. 特別利益の計上 

当社は、2025 年５月 14 日付の取締役会決議により、当社が保有する投資有価証券

の⼀部を売却することを決定しました。当該投資有価証券売却益約47億円（見込み）

を、2026 年３月期において、特別利益に計上する見込みです。 

 




